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第２６回（令和７年度第３回）交通政策審議会交通体系分科会 地域公共交通部会 

令和７年９月２９日 

 

 

【小野寺補佐】  それでは定刻となりましたので、ただいまより第３回交通政策審議会交

通体系分科会地域公共交通部会を開会いたします。皆様方には、大変お忙しいところ、お集

まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 議事に入るまでの間、私が進行を務めさせていただきます。国土交通省総合政策局交通産

業室の小野寺でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 御出席の委員の皆様方の御紹介につきましては、審議時間の制約もございますので、配席

図の配布をもちまして代えさせていただきます。一部の委員の方はオンラインでの参加と

なります。 

 また、本日は、冒頭から部会長の御挨拶までの間、報道関係者が入室しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 開会に当たり、山内部会長から一言御挨拶を賜りたく存じます。 

【山内部会長】  どうも、部会長を仰せつかっております山内でございます。この地域公

共交通の問題というのは最初の時に申し上げたと思うんですけど、これは古くて新しい問

題というか、だんだんといろいろな状況、変わる中で、その重要性が増してきている問題だ

と思っています。これまで２回にわたって皆さん、御議論いただいて、大体の方向性が見え

てきたと思っています。今日もう一度、あれですね、関係者の方からいろいろお話を伺って、

そして我々の仕事としては大体まとめの方向に入りたいと思いますので、御協力、それから

忌憚のない御意見を皆さんから賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。 

【小野寺補佐】  山内部会長、ありがとうございます。 

 それでは、頭撮りはここまでとさせていただきます。記者の皆様は御退席願います。 

（報道関係者退室） 

【小野寺補佐】  ここから議事に入りますので、議事進行は山内部会長にお願いいたしま

す。 

【山内部会長】  承知いたしました。それで本日の部会でありますけれども、先ほど申し

上げたとおりでありまして、新しい制度的枠組みの構築、これに関わる事項について事務局

が、お手元にあると思いますけれども中間取りまとめ（素案）、これを作成していただきま
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した。基本的には、これらについて検討、御議論いただければと思っております。 

 それの議論に先立ちまして、これも先ほど申し上げましたけれども、関係者の取組につい

てさらにヒアリングを行いたいと思っております。本日は、ハピラインふくい、それから両

備ホールディングス、ネクスト・モビリティ、全国自治体ライドシェア連絡協議会の取組、

これについてヒアリングを行います。それで、そのヒアリングを行った後に事務局から先ほ

どの中間取りまとめの素案、これを御説明いただいて、その後、意見交換とさせていただけ

ればと思います。 

 それでは、まずハピラインふくい様より御説明をお願いしたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

【ハピラインふくい（小川様）】  皆様、こんにちは。ハピラインふくいの小川でござい

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。私からはお手元の資料に沿って、弊社の共同化・

協業化に係ります３つの取組に関しまして御紹介をさせていただきたいと思います。 

 まず、資料の２ページでございますけれども、北陸新幹線の並行在来線を運営する第三セ

クターの鉄道会社の一覧でございます。昨年３月１６日の北陸新幹線、金沢・敦賀間の開業

に伴いまして、北陸線の福井県区間内をＪＲ西日本さんから経営を引き継ぎまして、ハピラ

インふくいとして鉄道の運行を開始したところでございます。 

 ３ページを御覧ください。１、メンテナンス作業の連携について御説明を申し上げます。

弊社は開業２年目の、まだほやほやの鉄道会社でございます。ＪＲ西日本からの出向社員が

半分程度はいるものの、鉄道施設の保守等に関する技術や知識について、経験の浅いプロパ

ー社員の技術力向上が喫緊の課題となってございます。特に列車の安全運行を支える基盤

となりますレール保守のうち、レール探傷は折損を防止する上で非常に重要な手段でござ

いますが、レール探傷機器等の操作や解析には高度な技術力を要してございます。 

 そのような中、中部運輸局の御指導、御助言の下、令和７年１月に創設されました鉄道施

設総合安全対策事業補助金を活用いたしまして社員教育を強化してございます。具体的に

は、ＪＲ西日本のグループ会社で鉄道のメンテナンス業務について高度な技術と豊富な経

験を有しております株式会社ＪＲ西日本レールテックと技術指導に関しまして協定を締結

したところでございます。 

 ４ページを御覧ください。７月に２回、レール探傷機器の操作や管理手法等に関する技術

講習会を開催するとともに、来月にも２回開催を予定してございます。連携の成果といたし

ましては、探傷業務での疑問点、課題等につきまして詳細な技術指導を受けたことによりま
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して日常の業務に対する不安が解消されたと社員からは聞いております。また、試験レール

にて模擬探傷を行い、傷の波形等を習得するとともに、レール探傷データの検証を行いまし

て効果的なレール交換計画を今後策定することとなってございます。 

 なお、課題といたしましては、安全、安定的な鉄道輸送を確保するためには社員のさらな

る技術向上や最新機器の購入等が不可欠でございます。今後も国において継続的な御支援

が必要と考えておりますので、引き続きよろしくお願いを申し上げます。 

 ５ページを御覧ください。２、保守業務に関する連携支援協定について御説明を申し上げ

ます。地方の鉄道におきましては沿線人口の減少、施設の老朽化、維持管理等に係ります要

員の不足等の課題を抱えている状況でございます。将来にわたりまして鉄道を安全に運行

していくためには、各事業者が保有する鉄道施設や車両等の維持管理に係る業務、社員教育

や各種実務訓練等の技術力、維持向上に係る業務につきまして事業者間で相互に連携し、各

業務の効率化、合理化を図っていくことが極めて重要と認識しております。 

 そういうような中、令和５年度から国より御提案をいただきまして、北陸新幹線の並行在

来線事業者をモデルケースとして具体的な連携項目を検討することとなりました。令和６

年度の取組状況といたしましては車両備品や軌道関連予備品のリストの共有、共同購入や

相互利用、また、隣接事業者区間の除雪支援などを行ってまいりました。連携の成果といた

しましては、車両予備品の相互融通によりまして車両故障時に部品の交換がスムーズとな

りまして、長時間の運休を回避することができました。また、軌道関連予備品をそれぞれの

会社で分担し合って所持するなど効率を図ったため、購入費用が約５０％削減できました。

さらには相互除雪によりまして、ＩＲいしかわ鉄道との境界付近の雪の影響による運休休

止をなくすことができました。 

 ６ページを御覧ください。令和７年度の取組状況としましては、本年４月の業務効率化検

討会議におきまして、国よりＪＲとの協定締結による取組の強化方策の御提案がございま

した。その後、各ブロック別のワーキンググループ会議を開催しておりまして、業務効率化

に向けた課題等を整理し、検討しているところでございます。今後連携に向け、期待するこ

とといたしましては、保守効率化、体制強化に資する人的支援や教育的支援、及び新たな技

術・検査機器等の導入に伴います情報開示等につきましてＪＲ西日本の協力体制が不可欠

でございます。国におかれましてはＪＲ西日本との協定締結に向けた調整役をお願いする

とともに、地方鉄道のメンテナンス体制強化に向けた継続的な御支援を引き続きよろしく

お願いしたいと思います。 
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 ７ページを御覧ください。３、福井県鉄道協会の取組について御紹介いたします。福井県

内には福井鉄道、えちぜん鉄道、そして弊社、ハピラインふくいの３つの地域鉄道会社がご

ざいます。人手不足などで厳しい経営環境になる中、利便性向上と経営基盤の強化につなげ

るため、昨年の６月に任意団体ではございますが福井県鉄道協会というものを設立いたし

ました。なお、都道府県内の地域鉄道全社で団体を設置したのは全国で初めてと聞いており

ます。 

 ８ページを御覧ください。協会として実施している事業を御紹介いたします。まず、人材

確保事業につきましては３社合同の就職相談会、見学ツアーなどを開催しております。ＰＲ

活動につきましてもいろいろと各種のＰＲ動画、ホームページ等を開設してございます。そ

の他の事業としましても、利用促進のための広報とか鉄道フェアを開催してございます。ま

た、資機材等の共同調達に伴いまして、スケールメリットを生かしたコスト縮減に努めてお

ります。 

 連携の成果としましては、３社合同の説明会によりまして、本年度３名が入社いたしまし

たし、材料が高騰傾向の中、ＰＣ枕木を３社で共同調達した結果、２％ほど縮減できました。

なお、課題としましては、福井県鉄道協会は福井県の財政支援を受けながら３社からの負担

金により運営を維持してございます。今後、共同化をさらに推進していくために協会の組織

運営に対する国の財政支援、また、国の補助制度の創設、拡充による資材等の共同調達や設

備投資等の工事一括発注等へのインセンティブを付与していただきますよう、国におきま

して御検討をよろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【山内部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは次に、両備ホールディングス様から御説明をお願いしたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いします。 

【両備ホールディングス（大上様）】  皆さん、こんにちは。両備ホールディングスの大

上でございます。今日はよろしくお願いいたします。 

 次のページをお願いします。まず、簡単に弊社グループの運輸交通業がどんな感じなのか

ということの全体像をお示しさせていただきます。 

 弊社、もともと岡山に１１５年前に鉄道会社を始めた会社なんですけれども、今は中四国

の中でも岡山、広島、香川、それから沖縄、それから関東、特に東京、あと近畿、中部の辺

りで陸・海・空に関わるモビリティサービスを広く展開させていただいておる事業者でござ
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います。 

 次のページをお願いします。今日は、特に事業者含めいろんな方、ステークホルダーとの

連携ということで話をしてくださいということで今回御依頼を承っておりますので、今日

は、まず３つについてお話をさせていただきたいなと思います。 

 一つが今、岡山市を中心に、その周辺地も含めて地域交通を維持できるような仕組み、ス

キームをきちっとつくることができています。特に我々、弊社は岡山市を中心とした交通事

業者なんですけれども、交通事業というのは周辺の地域と非常に関わり合いながら交通ネ

ットワークが存在している構造なんで、ある程度、人流全体を考慮した上で、どこかの交通

ネットワークが毀損をしないような形で広域である程度、公共交通網が守れるような形の

対応してきたのが１個目の話です。 

 ２つ目が、その中でも中核になる岡山市がどういう形で今、目的も含めて連携が進んでい

るかというお話が２つ目。 

 ３つ目が弊社は岡山県の中でも県南の事業者なんですけれども、岡山県全体で見た時に

県北が、特に山側ですね、岡山県の中でも。かなり交通のサステナビリティが危機的な状況

になっているので、今後、県北の事業者とも連携をしていきながら、県内全体の地域交通の

サステナビリティに少しでも貢献できないかなということを考えていまして、その話を今

日、３つ目としてさせていただきます。 

 まず、１つ目のお話をさせていただきます。次のページをお願いします。今、岡山市が大

体７１万人、その東側に瀬戸内市という４万人弱の町があって、岡山市の南側に玉野市とい

う５万人ぐらいの町があります。この辺りは通勤、通学、通院、それから観光という意味で

非常に人の行き来が多い関連している地域になりまして、ここを我々としては一つのエリ

アの固まりと捉えて、このエリア単位で地域交通がきちっと守れる形のスキームを一生懸

命つくってきました。 

 まず、ちょうど真ん中にある岡山市については都心と郊外という形でエリアを分けてい

ます。都心については、そもそも人口が７１万人ぐらいの町なので今でも結構、公共交通の

利用があって、ここについては民間のバス事業としてまだやっていけるレベルにあります。

一方、岡山市の中でも郊外に入っていくと、だんだん地域住民の方も少なくなってきていて

民間単独での公共交通運営というのは非常に難しくなってくると。さらに平成の市町村合

併でかなり過疎化したようなエリアも岡山市にありますので、大きく言うと市内を都心と

郊外の中を２つに分ける形で公共交通の設計をやっています。 
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 都心は民間でやるんですけれども、郊外に入っていくと公設民営の形をとっていて、さら

にその先の郊外に出ていくと、もうバスではなくデマンド交通という形に切り替えて、これ

は公設民託というやり方をとっています。その公設民営、公設民託の部分については行政さ

んとの連携が前提なんですけれども、バス事業者とタクシー事業者が役割を分けながら、郊

外のかなり人口が少ないエリアも交通空白地帯ができないような形で全体の役割分担をし

ていきながら岡山市の交通体系をつくっていきます。 

 その周辺市、右側の瀬戸内市、南側の玉野市については、コロナの以前は民間のバス事業

と市営バス的なものが混在をしていたんですけれども、コロナの間に市内で閉じている市

内交通については公設民託型に瀬戸内市も玉野市もいずれも、そういった形で集約をして

います。ただ、運行事業者って、バス事業者が路線をやれるのが両備バスしかありませんの

で、運行の委託を受ける形で両備バスが運行しているところです。 

 地域をまたぐ路線については、地域間幹線系統補助を活用させていただきながら地域も

しっかりつないでいくということで、こういった形の３つのエリアをまたいだスキームを

つくって、地域全体の公共交通が維持できるような形にしているのが今の岡山でございま

す。 

 次のページをお願いします。その中でも中核になる岡山市でどんなことを考えて動いて

いるかというのが、この４ページになるんですけれども、左に実現したいことと書かせてい

ただいておりますけれども、地域交通のサステナビリティの確保というのは当たり前のこ

ととして、特に利用者を増やしていく観点でいうと、維持をするだけではなくて利便性をし

っかり上げていこうという話で、利便性をなぜ上げるんだというと地域の方々に暮らしや

すいまちをつくっていくとか、都市には渋滞の問題含め、いろんな課題がございますので、

こういった地域の社会課題もしっかり解決できるような存在になりたいということで、そ

の先には、もっと大きな目標としては選ばれる町、都市としてサステナビリティを確保でき

るように、そういったことに地域交通も貢献をしていこうというところが大きな実現した

いことの目線感かなと思います。 

 そういった中で、真ん中のグレーのところで書かせていただいていますけれども行政と

か事業者の連携、事業者の協調、個別の事業者の経営努力ということがある中で、具体的に

やっていることがあります。それが真ん中の進めているところというところに書かせてい

ただいていますけれども、この４月から約２年間をかけて岡山市内は１７路線の路線を新

設していきます。これを公設民営型でやっていきます。この目的が交通空白地帯の解消とか、
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あとは鉄道・バスのネットワークの構造をしっかり強くしていくとか、さらにその先に岡山

市民の方々がしっかり生活しやすいようにしていくような目的で１７路線をこの２年間で

岡山市内、新設をしていきます。 

 併せて、サービスレベルの再設計とか標準化をやっていきます。これ、郊外の路線でも最

低でも１日２５往復をミニマムでしていくとか、いろんな公共交通の利便性を損なわない

ようにサービスレベルを実は市内で事業者と行政で決めて、そういった下に使いやすい交

通をつくっていこうということを今、進めています。それから色や番号を使って、もっと使

いやすいようにしていったりとか、路面電車の駅の乗り入れ、あとは乗り継ぎ拠点の整備と

か、あとは事業者の共通システムを入れていくようなことなんかにも踏み切っています。今、

どんどん進めています。 

 今後はこれだけじゃなくて、一番右に書かせていただいているんですけれども、右下のサ

ステナビリティの確保ということに関して言うと、これはまだ我々の案というか、両備グル

ープの妄想みたいなところも多分にあるんですけど、交通需要マネジメントができるよう

になって自家用車と公共交通の役割分担がもっと進められないかなと思っていたりとか、

あとは上に書かせていただいていますけれど、利便性確保の観点で今後運賃体系の再構築

をしていこうと思っているのと、あとはバスとか路面電車だけじゃなくて自転車なども含

めた複数の移動モードがきちんと連携をしていけるようになっていこうとか、こういった、

まだまだやりたいことが山ほどあって、こういったことも含めて行政さんと地元の事業者、

あと利用者さんも含めて、いろんな調整をさせていただきながら使いやすい公共交通、それ

から地域の方々に利用される公共交通をつくっていこうと思っております。 

 次のページをお願いします。最後、何かこれ、何やりたいのっていうスライドかもしれな

いんですけれども、今後、我々のような県南の岡山県の南側の事業者と県北の事業者の連携

を強化していこうと思っています。特に県北というのは、もう人口が少ないエリアで、これ

までも地域の行政さんとの連携の中で地域交通を維持してきたんですけれども、地域の行

政さん自体の財政が大分厳しくなってきているところもあるので、県南の我々の事業者の

事業の一部を県北の事業者さんに支援をしながら、県北の事業者さんもある程度、行政の連

携に加えて内部補助ができるようなスキームをつくっていけないかなというこの５ページ

です。 

 あまり具体的なことは書けなかったので、こういう何かふんわりしたスライドになって

いるんですけれども、具体的に言えば、県北の事業者さんに高速バスとか貸切バスの我々が
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持っている事業の一部をもうシェアして、県北の事業者さんの収益構造を少し変えていく

ような打ち手を県北、県南の事業者で連携してやれないかなと思っています。こんなことも

やりながら、岡山県全体の地域交通のサステナビリティを確保していこうと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

【山内部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、次はネクスト・モビリティ様ですね。ネクスト・モビリティ様から御説明をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【ネクスト・モビリティ（日高様）】  皆さん、こんにちは。ネクスト・モビリティの日

高と申します。本日はお声かけいただきましてありがとうございます。早速ですけれどもお

手元の資料に沿いまして、ＡＩデマンド交通・公共ライドシェア等の自治体様との取組の事

例、御紹介を申し上げたいと思います。 

 次、お願いします。ありがとうございます。こちら、会社紹介でございます。弊社２０１

９年に九州、福岡で立ち上がった会社でございます。西鉄と三菱商事、交通事業者と総合商

社を両株主で持っております。私は２０１７年頃から、このプロジェクトにほぼ一貫して携

わらせてもらっております。主に自らオンデマンドバスを運行する事業を行うことと、それ

を事業者、自治体様向けに関係サービスも含めて横展開をする、そういった２つの事業を行

っております。 

 次、お願いいたします。こちら、足下の導入実績でございます。おかげさまで、全国で６

０か所以上のところで運行の実績がございます。立ち上げ当初から九州運輸局様はじめ国

の皆様、多くの方々に御支援いただいたおかげだと思っております。足元は利用者数が月間

で１０万人を突破するような形で、毎年１５から２０ぐらいの市町村様、事業所様に御採用

いただいていると、そういった状況でございます。 

 次、お願いします。こちらが事例の御紹介でございます。まずは、共同化・協業化関係と

いうことで複数の自治体様との取組でございます。こちらは能登北部での複数自治体にお

けるＡＩデマンド交通、それからタクシー、ライドシェア等を一緒に取り組みましょうとい

う事例でございます。 

 こちらは石川県さんの主導をもとに広域面積、大体１,３００平方キロぐらいあると聞い

ていますけれども、それぐらいの面積で最大で運行台数２０台弱程度を想定しておりまし

て、２市２町でＡＩデマンド交通等を共同導入する検討を今、行っている事例でございます。
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今後、そこに新組織と書いておりますけれども、広域運営組織の設立も含めて今、検討をし

ているところでございます。 

 個別の自治体でそれぞれ導入いただくよりは、こうやって新組織等を立ち上げてワンス

トップで行わせていただくことのメリット、２つあると思っておりまして右に書いてござ

います。一つはコスト面でございます。こちらはあくまでも弊社の試算になりますけれども、

２市２町がそれぞれ独立して入れてくださる場合と比べて、ワンストップで入れた場合は

システム関係の構築費用、それから電話受付等の、こちらも初期設定の費用でございますけ

れども大体５０％ぐらい低減できるんじゃないかと思っております。 

 これは単にボリュームディスカウントがきくということだけではございませんでして、

それぞれの町、市でサービスを構築しますと、どうしても運賃だったり、細かいサービス内

容が微妙に違ってきます。それぞれに設定する手間がかかること、それから一度設定したサ

ービス内容がきちんとプログラム上、振舞うかどうかって、これ、きちんと検証してからサ

ービスに移ることになります。そういった手間を大きく減らすことができる、こういったと

ころをコスト面に反映することができると思っています。非常にメリットが大きいかなと

思っています。 

 あと、２つ目は人材育成の観点です。地域交通をコーディネートできる人材の育成も含め

て今回、この北部能登地域には弊社から１人人材を派遣したいと思っておりますが、２市２

町それぞれに複数名を送るのは弊社の体力から非常に難かしゅうございます。こうしたワ

ンストップの組織がありますと、そこに１人送り込むことで、その人間がハブとなっていろ

いろノウハウを蓄積したりすることにつながっていくかなと、そういった人材面でも非常

にプラスがあるかなと思っているところでございます。 

 次、お願いします。こちらはデータ利活用の取組の事例でございます。３点ございます。

一番左側、導入ですとか、実証実験から本格運行に向かっていく中での合意形成をするに当

たってデータの有効活用を行っていますという事例です。こちら、各地で取組はあっている

かと思います。人流データも含めて分析をしまして、例えば交通不便や空白地がある程度あ

ると、あった中で、リソースに限りがある中で、まず、どこに入れたらいいのかみたいな、

そういった算定をするあたりに使ったりもしております。 

 それから真ん中、こちらは弊社、幾つか、例えば福岡県下でいきますと１０以上のエリア

に入っているわけですけれども、似た規模の自治体さんの状況のデータを横に並べて、それ

ぞれ比較すると、その上で特定の、例えばこのエリアにおいてはこういった取組は有効では
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ないかみたいな、そういった知恵を出すみたいなところに活用させてもらっています。 

 載せているグラフは、エリアごとのオンデマンドバスの稼働率の推移をあらわしたもの

でございますが、エリアによってこのようにある程度、差があります。その中で例えばうま

くいっているエリアとそうでないエリアがあるとして、どういったところに違いがあるの

かというのを、データを中心に明らかにしまして、それを中心に次の打ち手の考えていくこ

とをやっております。こういったものにもデータ活用は有効だろうと思っています。 

 あと一番右側、他交通、例えば路線バスですとか、あるいは他分野との連携にもデータ活

用しております。例えば協賛を地元事業者にお願いしに行くにしても、ただ漠然とお願いし

に行くだけじゃなくて、お宅の近いミーティングポイントで毎日これぐらいの利用者、これ

ぐらいの年齢層の方々が使われていますと、これだけ利用が増えてきていますみたいな話

をセットで持っていくと、それだけ前向きに聞いてもらえる確率が高いかなというところ

が経験的に分かってきております。 

 次のページお願いします。一方、数字だけではなくて、こういった例えば乗客の方々への

インタビュー、こういったものも集まるデータとしてすごく大事だろうと思っております。

数字以外のデータもすごく大事にしたいと思っておりまして、稼働率とか、あるいは収支率

みたいなところだけではなくて、自治体様には総合的に御判断をいただくためにこういっ

たデータも積極的に集めているところでございます。 

 次、お願いします。こちらが最後のページでございます。以上のような取組を踏まえまし

て弊社として課題認識、それと提言というとはばったいですけれども、御提案みたいな形で

３点挙げさせてもらっております。 

 一つは、事業者、自治体における日常的なデータの利活用でございます。各地のデータ、

特に交通データは結構アナログ的な手法で管理されているケースが多ございまして、例え

ば交通再編を議論したい時にデータのクレンジングですとか、その読み解きに非常に大き

な工数がかかっております。自治体様だけでは、これ、なかなか難しくて我々も頼られたり

するんですけれども、我々の目線からいっても、それを整えていくのはなかなか大変な状況

でございます。ですので、まずは自治体の職員さんが自ら活用できる軽量というか、いいま

すか、運用負荷の低いようなデータの整備の在り方みたいなものを御検討いただける、ある

いはそういった体制作りを御支援いただけるとありがたいかなと思っております。また、ど

の事業者が、どの交通事業者がどういったデータを持っているかみたいなことを明確化、メ

ニュー化していただくだけでも、データを引き出しやすい状況がつくれるのではないかな
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と思っております。 

 それから２つ目ですけれども、ＡＩデマンド交通みたいな新交通を入れるに当たっては、

当然ランニングの費用というのも一定程度かかってまいります。複数の自治体様がいらっ

しゃる中で自治体様の体力もそれぞれでございまして、例えば体力的にちょっと厳しいと

ころが一つでもございますと、なかなか足踏みがそろわない状況になってくるかと思いま

す。また、こういった新しい交通はサービス定着までに１から２年かかるのが大体見えてき

ておりますので、そういったところも含めて御支援をいただけるような形をとっていただ

けるとありがたいと思っております。 

 最後に、複数の自治体様が共同化・協業化を進める中で、こういったワンストップの協議

会があって、例えば広域協議会みたいな形を設けていただいて、そういったところが補助金

申請ですとか地域公共交通会議みたいなものを運営して、手続はそこでワンストップで終

わるみたいな形でいきますと工数、時間の面から非常に有利かなと思っております。 

 以上、３点申し上げました。よろしくお願いいたします。 

【山内部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは最後になりますが、全国自治体ライドシェア連絡協議会様から御説明をお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

【池上オブザーバー】  私ども全自連からは、具体的な事例を基に全国の首長、そして自

治体の関係者が今、どういう状況にあって何を必要としているか、この辺り御報告させてい

ただきたいと思います。 

 まず、１枚目です。交通空白への対応です。路線バス廃止など、今、直面している地域で

は、交通のデータを活用して住民とともに最適解を探る取組が始まっています。ここで重要

なことは自治体、交通事業者、そして地域の住民が連携をして交通問題を我が事として捉え

て考え続けるプロセスがあるということです。同じ地域であっても、住民を取り巻く環境と

いうのは日々変化しています。一度出した結論もすぐに古くなってしまいますので、だから

こそ常にその時々の最適解を探し続けなければいけないと、そういった状況にあります。今、

ようやくそうした動きを始める地域があらわれつつあるところです。 

 ２枚目です。２点目としては、他分野の連携でございます。まず、佐賀県武雄市、こちら、

子供の塾や習い事の送迎を地域の住民が共助版ライドシェアで担っている事例です。生ま

れた家の交通環境というのは子供が選べませんので、子供の可能性を狭めないと、そんな思

いから一人一人の子供たちへヒアリングをして、塾や習い事の先生との意見交換を積み重
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ねながら、ｉ-Ｃｈａｎキッズサポートというものが誕生しました。今、開始から約１年で

ございますけれども、利用していた保護者自らが今度は自分がドライバーになろうという

ような動きも出ております。地域の中で役割分担の変化が起き始めている一つの事例であ

ります。 

 次に、京都府舞鶴市です。３ページ目です。こちら、住民同士が４年間にわたり様々な取

組の議論を重ねた結果、住民が住民を支える仕組みとして公共ライドシェアを導入しまし

た。この写真に写っている協議会のメンバーの皆様、それぞれが運転手や運行管理者の資格

を取得して集落内の移動を担っています。事前に時間が確定しにくい病院へのお迎え、これ、

いろいろな地域で課題となっておりますが、それについては午前中と、そういった緩やかな

予約を可能として柔軟な対応を実現している事例です。 

 そして、おめくりください。富山県南砺市の事例です。こちら、部活動地域移行に伴う送

迎需要を把握するために、中学生約２００人おりますが１人ずつ調査をしております。その

結果、市営バスの時刻表を変えることで何とか対応ができないかなど、市長部局と教育委員

会が連携して動き出している事例です。 

 一枚おめくりください。５ページ目、これが具体的な調査の最中でありますが、こういっ

たアナログな調査を非常に力を込めてやっているところです。他分野の連携というのは非

常に重要ではありますが、しかし実際やろうとすると、このように簡単ではありません。ま

た、その前段階として複数の分野にまたがるニーズ調査、そして最適解に導く作業、こうい

ったところに大きな負担がかかっている現実も見えてきております。 

 ６ページ目です。３点目としまして、観光の移動を挙げさせていただきたいと思います。

こちら、大分県別府市の事例ですが、オーバーツーリズム対策として応援タクシーや日本版

ライドシェアに加えて今年の４月から公共ライドシェア、いわゆるインバウンドライドシ

ェアを開始いたしました。特徴はタクシー協会との協議に基づき、タクシーより７００円高

い価格設定とし、まずはタクシーへ利用者が流れるように制度設計されているということ

です。 

 そして最新の実績、一枚おめくりいただきまして５か月、２１週間ですが５,１８７件、

１か月１,０００件の実車がありまして、これは公共ライドシェアとしては全国的な数値よ

りも２桁多い数字であります。インバウンドの強いニーズを捉えていることもよく分かり

ます。別府市はウーバーとＧＯの２つの配車アプリを導入しておりまして、ドライバーへの

聞き取りも加えてデータをダッシュボード化しました。 
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 ８ページ目です。オレンジの棒グラフ、これが公共ライドシェアの実車数でありますが、

その山があります。山を調べてみると、共通点がクルーズ船の寄港日であることが分かりま

した。特にノルウェージャン・スピリットという船が寄港した日は、別府においては個人輸

送の需要が急増することも分かりました。このデータを用いることで、地域の課題と打つべ

き対策が明確になっている好事例です。 

 一枚おめくりください。ＯＤデータについての精度向上も重要です。現在、配信アプリが

吐き出すデータはエリア単位でしかありませんので、例えば、この場所で言いますと、「霞

が関」という大きなくくりでしか分かりません。行き先が国交省なのか財務省なのか、全自

連も同じ霞ヶ関にございますけれども、一体どこへ行くのか、それによって意味が全く異な

ってきます。こういったところを今後、どういうふうにデータとしてとっていくかというこ

とが重要になってきます。別府市で行っているこういったデータ分析は現在、ほとんどがア

ナログで行われております。これを配車アプリの皆様とも連携しながら、今後デジタルで行

っていくことが重要になっていきます。 

 そしてもう一つ、公共ライドシェアというのはタクシーの補完であります。補完である以

上、両者のデータを組み合わせてこそ、真の交通実態が見えてくると考えております。 

 最終ページです。最後に国への期待として３点申し上げます。 

 第１に、需要と供給をデジタルで把握できる環境整備です。塾通いの子供たちのニーズ把

握や観光客の急増にどう対応するか、データに基づいて最適な政策を考える自治体を増や

すためにもデータの標準化、そしてルールの整備、共通基盤となるツールの支援をぜひお願

いしたいと思います。 

 そして第２に、他分野連携の促進です。「病院が終われば迎えの車が来る」という、当た

り前の世の中を実現するためには、省庁間の連携や地域間の連携が不可欠です。さらに、異

なる制度を理解して異なる主体をつなぐ人材を育てる仕組みも必要です。 

 第３に、自治体や住民にとって地域交通が我が事になり始めている今だからこそ、国交省

本省の皆様、そして地方運輸局、運輸支局の皆様の寄り添いが求められております。ぜひ、

できない理由ではなく、できる理由をこれまで以上に共に探していただきますよう、さらな

るお力添えをお願いできればと思います。こういった地域交通の最適化を模索するプロセ

スそのものが、最終的には私たちの暮らしの幸福度、すなわちウェルビーイングの向上につ

ながると確信をしております。 

 御清聴ありがとうございました。 
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【山内部会長】  どうもありがとうございました。 

 以上、ヒアリングということで４者といいますかね、４つの団体にお願いいたしましたが、

次に事務局から中間取りまとめの素案の内容を御説明いただきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

【廣田参事官】  事務局の交通産業室参事官の廣田と申します。それでは本日、中間取り

まとめの素案というものを、すいません、資料で御用意しておりますので御説明を申し上げ

ます。すいません、文書で説明しておりまして全体１７ページに及ぶものでございますので、

ちょっと駆け足なってしまいますけれども、要点かいつまんで御説明させていただくよう

にさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、１ページ目をおめくりいただきまして目次のところでございますけれども、は

じめに、それからこれまでの取組、それから３ポツ、制度的枠組みの方向性という形で（１）

から（６）まで項目を整理しております。一つは共同化・協業化の推進、それから２つ目が

自治体を支援する外部組織の活用、３つ目が公共ライドシェアの実施主体、それから４つ目

がデータの利活用、５つ目が法定協議会の運営、６つ目が観光需要を踏まえた相乗効果の発

揮という形で、これまで私どもで論点としてお出ししたものに従って整理をしておるとこ

ろでございます。 

 １ポツのはじめにと２ポツ目のこれまでの取組につきましては説明を省略させていただ

きまして、４ページ目から順に説明をさせていただきます。 

 ４ページをお開きください。制度的枠組みの方向性の１つ目は共同化・協業化の推進でご

ざいます。そちら、４ページの１８行目でございますけれども、ポイント（方向性）という

ところでございますけれども、共同化・協業化の推進としては交通事業者の共同化、それか

ら自治体の共同化、それから交通事業者以外の関係者との共同化、輸送資源のフル活用と別

名振っておりますけれども、その３つの観点から推進が求められるとしております。 

 １つ目の交通事業者の共同化のところでございますけれども、２４行目、事業の効率化や

生産性の向上を図る上で、企業合併、事業譲渡などのＭ＆Ａもその手法の一つとして挙げら

れますので２７行目、それらＭ＆Ａが適切に活用されることが望ましいことも冒頭触れて

おります。 

 それから２９行目、バス事業者が他の交通事業者と連携した取組を行う場合における共

同経営に関する独禁法の特例法というのが令和２年に施行されているところでございます。

こういったものを活用しまして、５ページ目のところになってしまうんですけれども、これ
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まで９件が認可されているところでございますけれども、こちら、サービス面での共同経営

の取組が一層進められることが期待されているところでございます。 

 それに加えまして、これらの取組のほかにございますけれども４行目、近年、特に顕在化

している運転者等の人員の圧倒的不足や、中小企業が大宗を占めることによる投資余力の

少なさ、それから後継者不在という問題に対処し、地域旅客運送サービスを適切に確保また

維持するためにはサービスの提供に必要な資源である人員、それから自動車・車両・船舶、

それから施設、システム、データなどを共同で活用し、事業の効率化を図ることが重要であ

るとしているところでございます。 

 もちろん担い手の確保自体は重要な取組でございますので、こちらに官民連携して取り

組むことがまずは必要でありますけれども、採用・育成段階においてこういった関係者が共

同して、これら担い手の確保に取り組むことが求められることも付記しているところでご

ざいます。 

 以下、自動車分野でございますとか、鉄道の共同化の例でございますとか、あるいは航路

事業の共同化の例ございますけれども、すいません、今日、時間の関係もございますので説

明は割愛させていただきますけれども、前回まで、あるいは本日も御紹介いただいた内容な

どをここに入れているところでございます。 

 それから自治体の共同化というのが６ページ目の下から７ページ目にかけてございます

けれども、自治体の共同化ということでございますれば７ページ目、複数の市町村による地

域旅客運送サービスの共同実施ということが挙げられようかと思います。 

 ５行目、市町村が単独で実施主体となるケースが非常に多ございますけれども、このよう

な中で、これらの運送サービスが複数の自治体により共同で運行されるケースも見られる

ということでございまして、前回のヒアリングでは、つくば市の事例も御紹介をさせていた

だきましたし、本日、ネクスト・モビリティさんから石川県の奥能登地域の事例についても

御紹介をいただいたところでございます。限られた輸送資源を有効活用していくためには、

広域運営体制の構築というものも必要であろうかと思っているところでございます。 

 また、広域自治体による旅客運送サービスの実施という形でくくりますれば前回、長野県

知事から御説明いただきましたけれども、長野県の南信州広域連合ではエリア運行管理組

織として共同運営化を推進し、サービスの見直し、一元的な運行管理等を実施することを予

定されておりますので、こういった取組もここで御紹介をさせていただいているところで

ございます。 
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 それから交通事業者以外の関係者との共同化というくくりも、少しここでは取上げをさ

せていただきました。２９行目からでございますけれども、担い手不足にある現状に鑑みれ

ば、交通事業者によるサービス提供のみならず、教育、医療・福祉、それから商業など交通

事業者以外の施設運営者が施設利用者向けに提供している運送サービスも地域の輸送資源

として考えるべきであるとしているところでございます。サービス稼働時間に偏りがある

ケースもこういう場合、見られますので、そういったものを含めながら輸送資源としてどう

フル活用できるかについて、ここでは３つほどアプローチも挙げておりますけれども、全国

各地でさらなる普及が図られることが必要であると、こういうふうにしているところでご

ざいます。 

 ここで挙げているアプローチは、施設運営者が保有する輸送資源を公共ライドシェアで

共同して使用するアプローチ、これ、すいません、８ページ目の３行目から４行目にかけて

でございますけれども、そういうアプローチがあるほか、こういった輸送資源を当該運営者

に負担がしわ寄せされない形で、お客さんを無償で乗せるようなアプローチもあろうかと

思います。また、バスや公共ライドシェアといった比較的公共交通機関に近いサービスと施

設利用者のニーズ、こういったものを一体的に捉えて路線サービスを統合するようなアプ

ローチもあろうかと考えているところでございます。 

 まとめのところでございますけれども、２８行目以下でございますが、担い手不足をはじ

め供給面の制約から、地域旅客運送サービスの提供に課題が生じている状況に対応するた

めには自治体、それから交通事業者、それから交通事業者以外の関係者との共同化・協業化

を進めていくことが必要であり、３２行目でございますけれども、これをより一層軸とした

ものに促していくべきであるとしているところでございます。 

 ３４行目、このためでございますけれども、共同化・協業化につきまして、例えば地域公

共交通計画に共同化・協業化に係る取組を新たに位置づけた上で、これ、私どもが想像して

おりますのは地域公共交通計画の制度概要、地域交通法体系にもございますけれども、この

中に共同化によってサービスを確保していく取組を新たに事業として位置づける、こうい

ったものも考えているところでございますけれども、そういったものを制度的に位置づけ

た上で、かつ、体制整備や設備投資を支援するようなことも我々、関連の予算要求もしてお

りますけれども強力に推進すべきであるとまとめているところでございます。 

 それからすいません、早速でございますが、続きまして（２）の自治体を支援する外部組

織の活用というテーマでございます。１０ページ目にも背景とか書いておりますけれども、
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１１ページ目を御覧ください。我々、外部組織のイメージは、以下の２つに大別されると考

えているところでございます。 

 ①、②と振っておりますけれども、①は広島のプラットフォームの御紹介もさせていただ

きましたけれども、これをイメージしながら考えた整理でございます。自治体と交通事業者

等による共同体なるものが設置されるケースでございます。想定されるイメージでござい

ますけれども、交通事業者と関係者の連携の強化を図りながらデータ分析を行った上で、路

線やダイヤ等の調整を実施しながらエリア内の旅客運送サービスの確保や利便性の向上を

図るものでございまして、自治体も同時に参画されていることで必要な基盤施設、例えば車

両でございますとか、停留場でございますとか、システムでございますとか、こういったも

のの整備、あるいは、その後の維持もこの共同体が実施してバス事業者に使ってもらうよう

なことが想定されます。 

 そして１つ目のポツで述べました、この調整された路線やダイヤ等は地域の法定協議会

に提案がなされ、地域公共交通計画等に位置づけられるということでございまして、この文

脈からは自治体の業務を支援していると位置づけられると考えております。 

 それから２つ目でございますけれども、民間事業者が地方公共団体を幅広く支援するケ

ースと記述しておりますけれども、前回のヒアリングで日野自動車さんから御説明があっ

たような事例ですとか、あるいは本日、ネクスト・モビリティさんから御説明があったよう

な事例、こういったものをイメージしております。 

 具体的に申し上げますと１つ目のポツでございますが、例えば乗り合いバスの路線廃止

等を受けて旅客運送サービスの確保構築を図るために、民間事業者が自治体に対して路線・

ダイヤ・運賃といった運送サービスの内容についてデータ分析を行った上で、実現に向けて

検討、提案する、こういった業務が考えられます。その上で、関係する交通事業者や隣接自

治体など関係者との連絡調整も行っていくと。こういった場合、運行を担うのが実際バス会

社やタクシー事業者のケースがあろうかと思いますけれども、そういった方々と調整を行

うほか、場合によっては自ら公共ライドシェアの登録を受けて実施主体となったり、あるい

はならない場合は公共ライドシェアの実施主体の運行支援側に回ることも考えられます。

上記のように自治体に対して相当程度、支援を幅広く実施するのが、この②の形態のイメー

ジでございます。 

 上記１、２のケースとも、計画の策定や変更でございますとか、あるいは協議会の主催と

いうものは引き続き自治体の事務権限とするのは前提としてあろうかと考えております。 
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 その上で、この外部組織の役割でございますけれども、１２ページ目でございますが、求

められる役割としては大きく以下の２つに分類されようかと考えております。 

 （１）は地域交通施策の企画立案、それから関係者との連絡調整と分類しているところで

ございます。計画の素案でございますけれども、そういった作成や提案でございますとか協

議会への参加、それから作成に当たってのデータ分析でございますとか計画の実施状況の

調査、分析、それから地域旅客運送サービスの企画、これは路線ですとか運行計画ですとか、

あるいは運賃とかの内容の企画に当たるところでございます。それから運送サービスの企

画や実施に当たっての関係者、交通事業者、隣接自治体との調整や住民への説明、こういっ

たものが役割として考えられようかと思っております。 

 それから地域交通施策の実施というのが（２）で分類しておりますけれども、地域旅客運

送サービスの実施主体になったり、あるいは２つ目でございますけれども、そういったサー

ビスを実施する者への支援、公共ライドシェアの運行管理等の支援がこれに該当するかと

思います。 

 ２５行目以下でございますけれども、自治体の役割を補完する組織と銘打つのであれば、

と整理するのであれば、この（１）の企画立案・関係者調整というのが特に外部組織に求め

られる役割として重要と考えられますことから、私どもとしては外部組織が担う役割はこ

の（１）のみなのか、あるいは（１）に加えて施策の実施まで含めた（２）と、こういう２

パターンが考えられるのではないかと今回素案では記述をさせていただいているところで

ございます。 

 それから外部組織の位置づけでございますけれども、１３ページ目の２行目でございま

すが、この外部組織は、それから３行目に飛びますけれども、自治体から例えば指定のよう

なものを受ける、指定を受けられるなどの位置づけが与えられるべきであると考えており

まして、この位置づけを与えることで地域公共交通計画の素案の提案でございますとか、法

定協議会への参画でございますとか、これらを行うことができるようにするのがこの指定

の効果であろうかと考えているところでございます。 

 まとめのところでございますけれども２０行目、外部組織が自治体の役割を補完する存

在として地域の関係者に受容され、取組を円滑に実施することが可能となるよう、その役割

や業務等について、地域公共交通計画に係る制度におきまして何らかの形で位置づけるこ

とが必要である。我々、例えば指定という話を先ほどしましたけれども、そういう形で考え

ているところでございます。 
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 すいません、ちょっと長くなっておりますけれども、次３つ目、公共ライドシェアの実施

主体ということでございます。こちら、２回目の論点出しのところで出させていただいてお

りますけども、改めて復習でございますけれども１４ページ目の２１行目から、公共ライド

シェアはバス、タクシー事業、一般旅客自動車運送事業によるサービス提供が困難な場合に

導入される性格及び役割を有しているのが前提でございます。 

 この上で今、自治体が公共ライドシェアを実施する場合は市町村のみが実施主体となっ

ているところでございますけれども、広域での輸送ニーズに対応するために一部事務組合

でございますとか広域連合、それから都道府県をこれら実施主体に追加することも検討す

べきでありますし、また、自治体が出資または参画することで当該自治体が自主的に意思決

定に深く関与して、短期的な営利性を追求するものではないような法人団体も併せて実施

主体に追加することを検討すべきであるとしているところでございます。 

 それから４番目、データの利活用でございますけれども１５ページ目、ポイントに書いて

ございますけれども、１９行目でございますが、自治体が交通事業者等にデータ提供を求め

ることができることを明確化する。その上で２１行目でございますが、自治体が交通事業者

等からデータ提供を受ける際に必要となる個人情報保護法上の手続、あるいはデータの外

部組織への共有、それから公表の取扱い、それからアクセスの範囲、それからデータの使途

や必要性の明示などのプロセスを明確化するため、何らかのガイドライン化が必要であろ

うかと考えております。 

 この上記のプロセスの明確化を図られることを通じまして、データ提供を受ける側のル

ール順守を前提に、合理的理由がある場合を除いて交通事業者がその必要性や重要性に鑑

みた上で、自治体からの要請に応じるよう努めることが望ましいのではないかと、我々、こ

こでは記載、打ち出しをしていきたいと考えております。 

 また、今日も議論がありましたモビリティデータの標準化でございますとか、３１行目、

データを非専門家でも容易に活用できるような汎用的なデータ分析環境の提供も必要であ

ろうと考えておるところでございます。 

 それから１６ページ目でございますけれども、これ、法定協議会の運営というテーマでご

ざいましたが、路線等の休廃止に係る情報提供につきましては、この辺もすいません、前回

既に論点出しておりますけれども２５行目、交通事業者が地域公共交通計画に位置づけの

ある路線等の休廃止の届出を行う場合には、事業者が事前に法定協議会に情報提供するよ

うに努め、代替交通の確保に係る協議を行うこととすることが望ましいことを基本方針に
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おいて明確化する。 

 それから協議会の議決方法でございますけれども、３１行目でございますが、必要な関係

者の意見聴取の機会を確保した上で、多数決も含めて協議会としての議決を行うことが可

能である旨を基本方針において明確化するなど、迅速かつ効果的な意思決定ができるよう

な協議会運営、これを検討すべきであるとしているところでございます。 

 ６つ目、観光需要を踏まえた相乗効果の発揮というところでございますけれども、こちら、

観光の重要性は論をまたないと思いますけれども、ポイントの方向性でございますけれど

も２１行目からでございますが、地域住民の移動に加えまして観光旅客の移動も考慮して

両者を複合的、統合的に捉える必要性が高まっており、これを促していくべきである。２４

行目、具体的には例えば地域公共交通計画の策定に当たって、住民の移動と併せて観光客の

移動のための需要を考慮することを明確にすべきであると、こういう内容にしているとこ

ろでございます。 

 すいません、長くなっておりますけどもデータの関係で一部補足ございますので、モビリ

ティサービス推進課長からお願いします。 

【星課長】  モビリティサービス推進課の星でございます。本日配布の関連資料について

御紹介させていただきます。 

 こちら、これまでの議論及び中間取りまとめの素案、今日、お示しておりますが、これら

についての共通理解を図る上で助けになろうと思われる点、肝要な点、幾つかかいつまんで

資料としてまとめさせていただいております。 

 おめくりください。まず、１ページ目が独占禁止法、これ、法の概要ということでござい

ます。先ほど４ページのところで交通事業者の共同化、Ｍ＆Ａ、あるいはこういったカルテ

ルを利用する、いろんな業務について人材育成などにおいて共同化するなどの類型をお示

ししたところでございますけども、この前回の法改正において措置しました独占禁止法の

特例法について現在、先ほどの資料でも申しましたが９件の既に運用が図られようとして

いるところでございます。ぜひこういった取組をさらに進めていただき、サービスの持続可

能性の向上、さらに言えば地域の価値向上に努めていただければ大変ありがたいと思って

おるところでございます。 

 共同運営の認可という形で３点お示ししております。運賃・料金の共同設定、そして路線

等のハブ＆スポークの再編も併せた共同・分担運行、さらには運行回数や運行時刻の共同設

計ということでございます。こういった取組について、ぜひ各地で進めていただければと希
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望していることでございます。 

 ２ページ目、３ページ目に本日御参加の両備ホールディングスさんの事例、ないしは鉄道

やバスなどノードを超えるような連携なども進めることで取り組んでいただいている事例

を御紹介させていただいておりますので、ぜひこういったものを御参考にしていただきな

がら議論していただければ大変ありがたく思います。 

 次に、５ページ目のところに飛ばさせていただきます。本文でも自治体の共同化、複数の

自治体あるいは広域で連携をしていただくような取組、あるいは交通事業者以外の方々と

の連携なども御紹介させていただいたところでございます。こちらに様々な事例、御紹介さ

せていただいておりますけれども、必要に応じて外部組織も活用いただきながら共同体を

つくったり、あるいは支援組織をつくったりすることで、こういったものを効率的に推進し

ようというような事例、御紹介させていただいているところでございます。先ほど本文の１

４ページでも御紹介した公共ライドシェアの広域化に対応するための方策、こういったも

のについても有用な事例を改めて取りまとめさせていただいております。 

 こういったものを踏まえて、７ページ目に飛ばさせていただきます。交通空白地域での対

応例として様々な施設がございますけれども、こういったところで抱えている車両、ドライ

バー、さらにはこの顧客の需要をうまく統合調整しながら共同運営化していく、そういった

取組を通じて公共ライドシェアによる共同利用・相乗り化を行い、交通空白地域を解消して

いくことの取組が１例として挙げられるところでございます。 

 ８ページ目でございます。次のページになりますけれども、同じようにそういったものの

移動需要を増強し、需要を集約化しながら公共交通を積極的に活用し、持続可能な公共交通

サービスの再構築していくこと、バスやタクシーなどを活用いただいて、持続可能な地域を

一緒にみんなでつくっていくことがとても大切だと考えているところでございます。 

 次のページでございます。地域資源のフル活用ということでございます。ばらばらに運用、

管理されている車両やドライバーを統合的に共同化することで、これを効率的に支えてい

こうということでございます。 

 次のページにございますけれどもデータ活用、そのためには大変重要であるということ

でございます。地域公共交通の計画策定及び実行のためのデータ利活用の環境整備、１５ペ

ージでも本文でも御紹介させていただきました。ガイドライン化をすることで共通理解を

確認し、そして、それが容易に使えるような標準的なツールや普及促進を図ること、さらに

は、そのデータの標準化などを進めていくことが肝要だと考えているところでございます。 
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 １１ページでございます。こういった議論を進める上では、どのようなデータをどう活用

するのかということについての共通理解の醸成が大変大事だと思っておるところでござい

ます。ぜひ皆様で静的なデータから動的なデータ、さらに交通以外のセクターのデータも組

み合わせることによりまして、官民で共創して地域価値を、共通の価値をつくっていく、そ

ういった取組をぜひ皆様で進めていただければと思っておるところでございます。 

 １２ページに、その関連の実例、御紹介させていただいているところでございます。ぜひ

こういった取組を全国で進めていただきますよう、今回環境整備を進めさせていただきた

いと思っております。 

 今のようなことを進める上では１３ページでございますけれども、データ出力の標準化、

１４ページにございますような分析や公共交通政策計画を策定するための支援ツールなど

を標準化し、それをさらに活用いただく形で、どなたでも円滑に省力化した形で交通計画の

策定及び実践ができるような環境整備をぜひ進めていければと思っております。 

 １５ページに、そういったことを取り進めるための地域交通ＤＸの推進を御紹介させて

いただいているところでございます。 

 最後に１６ページになりますけれども、本文１７ページにありますような観光需要を踏

まえた相乗効果の発揮、事例を２件ほど御紹介させていただいております。 

 左側、湯沢において様々な需要を路線バスに集約化することで観光、さらには自転車など

も含めて一体的にそういった足を確保していくような取組、右側の佐世保の事例も、観光協

会や佐世保市などが連携して観光や生活の足を公共ライドシェアで実証的に、これを進め

ていこうといった取組、御紹介させていただいているところでございます。 

 以上のような資料を参考にしていただきながら、皆様で本日の議論をいただければ大変

ありがたく思います。以上です。 

【山内部会長】  どうもありがとうございました。 

 これから、委員オブザーバーの皆さんの御意見、御質問いただくということなんですが、

阿部知事、阿部委員が１６時といっても時間がないんですが、もし可能であれば、まず最初

に御意見、御質問いただいて、それ、事務局からお答えいただきたいと思います。いかがで

しょうか。大丈夫ですか。 

【阿部臨時委員】  阿部でございます。すいません、私の都合で早く御指名いただきまし

てありがとうございます。 

 まず、事務局の皆様方には、お取りまとめいただきましてありがとうございます。共同化・
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協働化に係る体制整備や設備投資に対する支援であったり、あるいは公共ライドシェアに

係る主体の多様化、こうしたことにお取り組みの方向性を出していただいていること、大変

感謝したいと思います。 

 そうした上で３点ほど御要請したいと思いますが、まず１点目、データの関係であります。

基本的にこの方向性で異存があるわけではありませんが、私ども、心配しておりますのは、

まさにこのデータの標準化とか進めていくときに、地方の小規模な事業者等が取り残され

ることがないようにしっかり支援をいただきたいと思っております。 

 デジタル化が進んでいるような大規模事業者と、なかなかそこまで手が回ってない事業

者があると思います。地域の公共交通ネットワークを考えていく上では、本当に地域で頑張

っている事業者がこうしたデータをしっかり取っていただける、我々、行政もしっかり協力

しなければいけないと思いますが、まず、そこがしっかり行われないとどんどん科学的な計

画策定から遠ざかってしまいますので、ぜひここは国の広域的な観点で牽引をしていって

いただきたいと思います。 

 それから２点目でありますが法定協議会、１６ページでありますけれども、私としては法

定協議会の役割は極めて重要だと思っております。長野県から発表させていただいたとき

に地方分権、それから規制緩和の話をさせていただきました。国において、例えば今のデー

タの標準化みたいなところは全国統一で進めていただくことが効率的でありますが、例え

ば７ページにあるような輸送資源のフル活用みたいなところを考えたときに、これ、例えば

東京都の状況と長野県の状況、全く違います。そういう意味では同じようなルールの下で

我々、考えなければいけないということですと、なかなか最適化できないと思っています。 

 そうした中で、ぜひ法定協議会があるわけでありますので、そこにできるだけ国の許認可

権限に属しているようなことも含めて協議会でしっかり考えろと委譲、分権をしていただ

く、あるいは国の関与による規制改革、規制緩和になると思いますけれども、そうしたこと

をしていただくことが極めて重要だと思いますし、その受皿として、まずこの法定協議会を

前より強い形で位置づけていただけるとありがたいなと思っています。 

 長野県の法定協議会でも例えば日本版ライドシェアについて、もっとこの協議会でしっ

かり議論するべきではないかといったような御意見も出されていますので、そうしたこと

も含めて、ここの書かれている内容は休廃止の情報提供と法定協議会の議決方法だけ書か

れているんですが、より法定協議会をしっかり充実させていこうという方向性を出してい

ただければありがたいと思います。 
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 それから最後３点目でありますが、これはこの今回の案には書かれていないわけですが、

前回、私から申し上げた中で公共交通については考え方、パラダイムシフトをしていかなけ

ればいけないんじゃないかと思っています。特に地方部はもう運賃収入で賄いますという

ことからもう現実はかけ離れている状況でありますから、ので、公的関与を強化する方向性

を全体のトーンとしてしっかり打ち出していただきたいと思いますし。 

 なかなか国土交通省の事務方の皆さんからは書きづらいところだと思いますが、ぜひ公

共交通に関わる財源については前回も申し上げたように飛躍的に増大をさせていただかな

いと、これは単に交通の問題だけじゃなくて通学であったり、通院であったり、観光であっ

たり、本当に地域の生業、あるいは地域の生活、成り立たなくなってしまいますので、ぜひ

そうした方向性も全体のお取りまとめの中では書くの難しければ、長野県知事からこうい

う意見が出ていたということでも結構でございますので、ぜひ、そうしたこともしっかり記

載をしていただければと思っております。 

 私からは以上３点でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【山内部会長】  ありがとうございました。これ、事務局、何かコメントございますか。 

【廣田参事官】  すいません。頂いた意見もちょっと踏まえて、どういう取り入れ方がで

きるか、考えたいと思います。 

【山内部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、これから通常のといいますか、議論に移りたいと思いますけれども、ただ、委

員の方が非常に多いわけでして、大変恐縮ですけどお一人様３分程度、これで御意見頂いて、

３人か４人の方の御意見頂いたところで事務局から何かコメントということにしたいと思

います。 

 それでは、いかがでございましょう。どなたか、いらっしゃいますか。どうぞ。 

【大串委員】  すいません、ありがとうございます。入っていないですか。大丈夫ですね。

お取りまとめ等ありがとうございました。これは多分、今、基本、御発表いただいた方にと

いうよりも素案の取りまとめについての意見ですよね。ありがとうございます。 

 私これ、読んだときに、何かこの中身の順番が違うのではないかなと思いました。何かテ

クニカルな話でいうと、例えば１２ページだと、これ、流れからいうと①、②でやらないと、

この両括弧のものから次に３の公共ライド実施主体とかなどにつながってしまうような番

号の振り方になっていますし、まだ中身が粗々だなという認識のもとでお話しするんです

けれども。 
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 これまでこういう取組を行ってきました、それでこれからどうするのかということの方

向性を３で示していただいているわけですけれども、まずは地域の、それこそ今、知事がお

っしゃったように法定協議会とか地域公共交通の協議会、地域公共交通会議などで、地域で

どれぐらいのサービスレベルの公共交通が必要なのかって議論をまずしていただかないと

いけないと。 

 そのためにこの２つの組織体を生かして、きちんと地域に必要な量、サービスレベルを見

極めていただくことをやっていただいた上で、データを入手して今、どれぐらいのサービス

が足りていないのか、どの辺りに重要ポテンシャルがありそうなのかというデータをどう

入手するかって話が来て、最後に自分たちのサービスレベルを自分たちだけの組織だけで

はできないものだから、共同化・協業化の方向性をしっかりつくり上げていきましょうとし

ていったほうが腑に落ちるんじゃないかなと。これ、何かばらばらばらと、これ、必要だよ

ねって順番を並べましたと見えてしまうので、そういったストーリーと言いましょうか、流

れに従ってつくっていただくといいのかなと思いました。 

 そういう意味では、この補足の関連資料の１０ページのところにモビリティデータの流

れというところで図示されているんですね。こういう方向性でデータを収集し、活用してい

きましょうと。そして途中に地域公共交通計画が策定されますよ、みたいなのがあるんです

けれども、そういう流れに従って体制を構築する。まずはサービスレベル、どれぐらい必要

だよね、うちはと、これはもうバスとかタクシーだけじゃなくて海運、船とか、いろんなも

のの交通体系、考え合わせた上で、これぐらい必要なのにデータ見ると足りてない、どこに

どういうものをどれだけ手当てできるのか、現在の資源では足りないところをどう補うの

か、体制含めて足りないところは共同化という形で少し書き直していただけたらいいかな

と思いました。 

 以上です。ありがとうございます。 

【山内部会長】  ありがとうございます。 

 じゃ、どうぞ。 

【池之谷委員】  交運労協の池之谷でございます。この中間取りまとめの素案の関係につ

いて、何点か気になる点もありますので発言をさせていただきたいと思います。 

 まず、４ページ目にあります交通事業者の共同化で、内容的には理解ができるものであり

ますけど、記載の順番として、この段落の冒頭に企業合併であったり企業譲渡といったとこ

ろが入っているのは優先順位としていかがなものかと。まずは、この中にある施策を記載し、
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後段で手法の一つとして記載すれば、企業合併・企業譲渡ありきとの誤解を招かないと思い

ます。 

 また、交通事業者以外の関係者との共同化で、８ページの中に施設運営者が所有する輸送

資源を活用して、施設利用者以外の旅客を無償で輸送するアプローチとしての記載とあり

ますけど、この無償、無料。無料って結構書いてあるんですけど、これって既存のバスやタ

クシーに影響が生まれやしないかという懸念があります。無償にする場合であったとして

も例えば定義であったり、既存の公共交通に影響が出ない、そういった施策を明確にする必

要があるのではないかなとは考えています。 

 また、１６ページ目の法定協議会の議決方法の関係でありますけど、多数決による議決は

現に可能であると、それは、理解はしていますけど、その時々の議題の重要性に照らし合わ

せて審議期間を確保した上で、通常事項は過半数、または計画改定だったり運賃の休廃止な

どについては３分の２にするなど、その協議会の議決のルールを明確にするべきではない

のかなとは思っています。 

 最後にですけど、１７ページの終わりの中に地域住民の移動のみならず観光客の移動需

要を考慮することの記載がありますけど、観光客の移動をおろそかにするつもりは全くご

ざいませんけど、交通空白の解消を図るためということに考えた時に、まず地域住民の移動

を確保した上で観光客の移動を考慮する、そういったことをきちんと明確に、両論併記では

なく、まずはそこの地域住民の確保が重要なんだといったところをアピールする必要があ

るんだと思いますので、その辺を御検討いただきたいと思います。 

 以上です。 

【山内部会長】  ありがとうございました。もう一方、いらっしゃいます？ 

 どうぞ。 

【越臨時委員】  ３点申し上げます。 

 一つは共同化についてですが、これはとても良いことだし、進めるのがいいかと思いまし

た。また、今日の事業者様のお話の中にたくさんヒントがあるなと思いました。 

 その上で８ページ末尾３６行目の今後の共同化・協業化に係る体制整備や設備投資を支

援について、せっかくやるのであれば実際にどうしたら進むのかというところをぜひ具体

的に御検討いただいて、例えばインセンティブ、補助金ですとか、また独禁法については一

定解決されていると理解していますが、制度的な支障があるのであればそれをなくすとか、

これを今後、ぜひ本当に進むように御検討いただければと思います。 
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 ２点目は１２ページの真ん中あたりです。これは前回、申し上げたことと重なりますが、

１２ページの真ん中あたりに外部組織の役割について１つ目と２つ目が記載されています。

これは理解をした上で前回の繰り返しにはなりますが、特に１つ目の中で、自治体が丸投げ

にならないようにしないといけないんじゃないかなと思っているところが２つあります。

「地域公共交通計画の提出」とありますが、組織から提案を受けても最後決定するのは自治

体が責任を持って決定しなければいけないし、また、「関係者の調整」や「住民説明」は、

最後は自治体がちゃんと責任を持って住民の皆さんに説明をしないといけない。私の経験

上、本当に厳しい計画であればあるほど、首長がちゃんと説明をする、そうじゃないと変わ

らないと思っているので、その辺りは実際、実施する上での注意なのかなと思っています。 

 最後３点目は法定協議会ですが、１６ページの３０行目以下の多数決で可決できる仕組

みとするのは、これは、これまでやってないような新しい取組をスピーディーに進める上で

は非常に重要だと思っています。 

 以上です。 

【山内部会長】  ありがとうございました。 

 それじゃ須田委員、御発言いただいて１度ここで区切りたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

【須田委員】  それでは、東京工科大学の須田でございます。基本的には書かれているこ

とは非常に重要な話だということで基本的には同意するのですけど、幾つかコメントと御

質問をさせていただきたいと思います。 

 一つは、いろんな取組、それが例えば共同だとか、そういうのができますよということで

すが、本当にどれができて、ルール改正が必要かどうかとか、そういうことがやっぱり分か

らない。いろいろ試してみたけど、やっぱり駄目でしたということにも成り兼ねないので、

そこら辺の話を最終的には整理していただければと思っているところです。 

 具体的なことを言うと、例えば５ページに交通事業者間での共同化という話で、このサー

ビスに必要な提供するに必要な資源ですけど、これは先ほど鉄道、ハピラインの話を聞いて

メンテナンスというのは非常に重要だということですね。だからメンテナンス要員という

のも、例えば自動車でも整備職というのが必要だとかいうルールがあると思うので、共同化

もあると思います。 

 それとあと自治体同士の共同ですね。こういうことについては市町村でいろいろやりま

すというのはあるのですけど、県またぎ、そういう話って本当は大丈夫なのかなというのが
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あるのですね。たまたま今、私、八王子に大学があるのですけど、すぐ隣が町田市で、さら

にその隣が相模原市ですね。それで今、相模原にリニアが来るということで、三市で何かう

まくやっていかないかという話も出ているのですけど、これ、神奈川県と東京都ですね。そ

ういうところについて教えてほしいなと思っているところです。 

 あと最後、私は法律的な知識がないので教えてほしいのですけど、この１３ページに外部

組織の位置づけというところで公共団体から指定ということが書いてありますね。この指

定というのはどういう意味なのかというのが私もあまりよく理解できてないので、何か法

的な根拠のある言葉なのかどうか、そこら辺を教えてほしいなと思いました。 

 以上でございます。 

【山内部会長】  ありがとうございます。 

 それでは事務局から、今の御質問ありましたけれども、基本的にはコメントが多かったん

で何かありましたらどうぞ。 

【廣田参事官】  ありがとうございます。いただいたコメントを対応してまいりたいと思

います。 

 幾つか、まとまりですいません、法定協議会の件について池之谷委員、あるいは越委員か

らも御指摘がありました、多数決で今もできるところは確かにそれはございますので、それ

を明確化したいのが私どもの意図なんですけれど、もう少し実態見て、我々がメッセージと

してはそういうメッセージを出したいんですけれど、自治体側で最終的に協議会の議決方

法を決めるときにどういった形のほうが決めやすいのかということも、ちゃんと整理をし

た上で今後、検討していきたいと思っているところでございます。少し実態も見ながら今の

点も踏まえて、多数決、全会一致じゃなくてもいいことのメッセージは出したいんですけれ

ども、ただ、そのメッセージをどういうふうに伝えるかということについては、より精査を

深めていきたいと思っているところでございます。 

 それから、越委員からありました外部組織の役割のところでございます。すいません、自

治体に丸投げをしないようにという御趣旨だと、まず受け止めをさせていただきます。それ

で特に住民説明のところにつきましては、これは自治体によってもかなり状況が違うのか

なと思っているところでございます。かなり自治体職員が人員上、課題を抱えているような

ところにつきましては、それはそれで課題も多いんだろうと思いますけれども、一方で自治

体がしっかりこういったものについて住民に発信する必要性自体は、これは全くおっしゃ

るとおりだと思いますので、どういう制度設計すればいいのかということは引き続き考え
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ていきたいと思いますが、少し現場によっても状況が変わるのかなとは御指摘も受けて考

えているところでございます。 

 それから、須田委員からお話がありました指定のところでございますけれども、これはま

さにこれから検討していきたいと思っていますので、我々も今、こういうことを考えていま

すよということなんですけれど。例えば地域公共交通計画を自治体がつくるときには、この

組織を協力してくれる組織として指定しますということを何らか自治体が策定する計画に

位置づけると、この人は、この地域の交通計画に基づいてこういう仕事やるんだということ

が明確化されると、彼らも仕事、業務がしやすいのかなと、そういったイメージを持ってい

るところでございます。 

 また、大串委員から構成のお話も御指摘いただきましたので、すいません、構成の在り方

も含めてもう一度検討していきたいと思います。 

 すいません。簡単ですが、まず以上でございます。 

【山内部会長】  ありがとうございます。よろしゅうございますかね。 

 ほかに御意見、御質問ございますか。お二人いらっしゃる。じゃ、どうぞ。レディファー

ストで。 

【河合臨時委員】  恐れ入ります。弁護士の河合と申します。今日はお時間いただきあり

がとうございます。私からは、ほかの委員の先生方がおっしゃっていないところとして１点

申し上げなければと思いました。 

 素案の１５ページのところでデータの話が出てきます。そこの１９行目辺りからの方向

性のところ、ガイドラインを策定するところは全く異存のないところなんですけれども、策

定に当たって個人情報なのか、そうでないデータなのかというところは区別して定めてい

ただくべきかと思っております。仮に個人情報に該当するような場合には、単にガイドライ

ンが出されているだけでは、それを理由として事業者さんは出せない情報がたくさんある

かと思います。それは仮名加工や匿名加工をするのに事業者側に費用がかかりますし、ある

いはユーザーから同意を取るのかと、そんな話になってしまいます。 

 片や個人情報でないものであれば営業秘密などは別段ですけれども、もっと緩い手続で

提供すること、可能かと思いますので、プロセスを分けていただくほうが良いかなと思って

おります。 

 その関係で、先ほど御説明をいただいた関連資料の１１ページというところで、どのよう

なデータが必要となり得るのかということで計画の策定にエッセンシャルなのか、それと
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も実行にエッセンシャルなのか、それとも各地域ごとの必要に応じて重要なのかと区分け

されて色分けされていますけれども、この点もヒントに、どこで、どのタイミングであれば

個人データが必要で、そうでないところで足りるのか、その辺り、色分け、区分けしていた

だくのが有益かなと思いましたので御指摘申し上げます。 

 以上です。 

【山内部会長】  ありがとうございます。 

 それじゃ、中村委員、お願いいたします。 

【中村臨時委員】  臨時委員の中村文彦です。今日、資料説明ありがとうございました。

３分なので、３分間で６点あるんですがちょっと頑張ってみます。 

 素案に関してのいろんなコメント、順番にいきますがページでいきますと、まず７ページ

辺りで能登のことが出ておりますが、能登は県が主導、頑張っていただいて地域公共交通計

画を３月に策定してもらっています。これ、いろんな形で見せてもらったのですが非常によ

くできていて、これをすごく有効に活用していただきたい。 

 その中で、例えば珠洲市のすずバスであるとか、ふるさと里山タクシーのような、ああい

う事例を生かしつつ、今日、日高さんで出てきたようなものも上手に組み合わせるいいチャ

ンスだと思いますので、ぜひ先進例として使っていただいて、そこの中で県が本当に、国交

省の執行の方もいらっしゃっていますけれども、大事な役割を果たしているところも、そう

いう話をちゃんと全国で共有できればと思いました。これが１個目。 

 ２個目ですけれども、８ページや１１ページ辺りのところでちょっと細かいことなんで

すけれども資源を活用する、資源を最大限有効活用するって時に、少し広めに考えると例え

ば岡山も広島もそうだと思うんですけれども、都市部での幹線路線でバス優先、その他をし

っかりやることで速達性が上がると、そこで車両と運転予算が少し浮くかもしれません。そ

ういう方々を地方の少し違うところに回すなんていう形で、幹線バスの話は全体のトーン

の中では出てこないんですけれども、あれを使う、ほかの海外でそういう例を幾つか見たん

ですが、あそこをきちんとやることによって余剰の能力を回すことはもう少し言ってもい

いんじゃないかなと思いました。 

 それから３点目ですけれども、ＳＩＰの中で仕事をしていまして、その中では私ども、石

田先生の御指導の下、やっているんですけれども特にデータの話と人材の話、それからいろ

んな、あとヒント集を共有するということは一生懸命やっているんですが、データのところ

でいくとデータ使いましょう、こうやりましょうって話は出てくるんだけど、そのデータを
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使ったら何ができるんだというイメージがなかなかみんな、具体的に持てない。 

 とそうすると、先行的なもののユースケースといいますか、それをきちんと見せて、こう

いうことができるんだ、データを出すと何か自分のデータを出さなきゃいけない、嫌だなじ

ゃなくて、出せばこんなにいいことがあるんだという具体の例を見せるって努力をもっと

僕もしなきゃいけないし、関係の方も必要だと思ったので申し上げました。 

 それから協議会に関しては知事のお話が本当にそうなんですけれども、日常的なところ

での議論の中で一体何が課題なのか、何ができるんだろうか、それぞれ、わがままなことを

言っている場合もあるんだけど、実は話し合うとそこの調整ができる点で協議会の活用の

ところは私からも強調しておきます。 

 あと２つですが、あと観光のところなんですけれども能登で勉強していて分かったのが、

観光というと観光なんですけど、そうじゃなくって例えば自分の１年間のうちのある季節

だけ千枚田のところを助けに行く、この種の関係人口というのがあり得て、その関係人口の

方々にはいろんなパターンがあって、農村集落もあれば、いろいろありますね。もう３分が

来たと。その関係人口の話、入れてくださいが５つ目です。 

 最後はもう５秒ぐらいで行きますけど、星さんのこの資料はすごく面白かったです。ただ、

この中身がなかなか、みんな知らないんじゃないかなと。これを、いかに多くの方が整理を

するかって努力をぜひお願いします。 

 以上です。 

【山内部会長】  ありがとうございます。 

 ちょっと待ってください。リモートで神田委員が手を挙げていますので、神田さんどうぞ。 

【神田臨時委員】  神田です。リモートで失礼します。幾つかコメントがございます。 

 まず一つはマネジメントなり、いろいろ官民で分担していったり調整する範囲が、例えば

個別の交通手段あるいは公共ライドシェアの範囲なのか、それとも地域公共交通全般のト

ータルを対象でマネジメントするのかって結構、官民の役割分担の在り方は変わってきそ

うな気がしています。その中で基本、今回の資料の構成の個別の中身については異論はない

んですけれども、今後、落とし込もうとして行った時に、どの範囲をどうしようとしている

のかという議論を細かく見ていく必要があるなと感じました。 

 ２点目ですけれども、データ整備については物すごくこれは必要だと思っていて、でも一

方で、この時点でこういう議論をしているということは今、各事業者あるいは現場にデータ

がそもそも共通して整っていない裏返しでもあって、データに基づく議論は重要であると
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ともにバックオフィス業務の効率化とか、今、そこが非効率になっているんだというところ

も含めて、データの議論、整備というところが業務そのものの改善につながる思想が含まれ

てもいいなと思っております。 

 あとは３つ目ですけれども、組織をつくった時に行政が主導でいくとどうしても民間の

現場感が落ちてしまって、うまく回らない事例が幾つか現在、見ていったりしていて、その

中での現場感を大切する組織の在り方、誰がどうイニシアチブをとっていくのかというと

ころも今後の議論のポイントになっていくように感じます。 

 あと最後ですけれども、こうした仕組みは地域の交通を長い間ずっとやっていかなけれ

ばならないので、そうなると持続可能な仕組みづくりという、５年、１０年の長期にわたっ

て安定的にどういうふうにやっていくのかという視点も必要になってこようかと感じまし

た。 

 以上、すいません、ざっとしゃべりましたが以上でございます。 

【山内部会長】  ありがとうございます。 

 それでは原田委員、どうぞ。 

【原田委員】  政策投資銀行の原田でございます。私からは３点申し上げます。 

 まず、４ページのところでございまして、こちらの独禁法のお話、それから共同化のため

の、まさにＭ＆Ａが最初に出てくるのが違和感、それはちょっと私も確かにそうだなと思い

ました。まずは、この共同化というのはできるだけ効率化をしてコストを共有化して、また

利便性を高めるところがまず出発点で、それで単体として連携ではどうしても難しいよう

なところでＭ＆Ａが出てくるのかなと思いました。 

 その効率化のところで一つ、この中全体であまり、何といいますか、資金調達みたいな話

が出てきていないんですけれども、例えばネクスト・モビリティさんの資料の中の６ページ

で、社会的インパクト評価というところでかなり非常に面白いデータをお出しいただいて

いますが、まさにこういうものを活用すれば例えばソーシャルインパクトボンドですとか、

ペイフォーサクセスといったような新たな金融手法の活用ができるのかなと思いますので、

少しこういうものを今、資金をどう調達するのかとか、その辺りも何かコメントを、この案

の中に入っていてもいいのかなと感じております。 

 それから、その並びでこちら、独禁法のところがある意味、規制緩和の代表で出ていただ

いていますけれども、これ、実際にこの仕組みをつくっていくの、相当の労力とノウハウが

必要になってきて、実効性を持たせるためにはまだまだ非常に事務手続が煩雑なところは
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ないのかとか、より使いやすいようなルールにしていく検討の余地があるのかなと思いま

す。これも事業者様の方から御意見頂くのがいいと思うんですけれども、さらに何かやりや

すくするようなルールづくりを仕組みとして入れていただくことも、御記載ができるんで

あればしていただければいいかなと思います。 

 ３点目は、これは両備さんですとか、いろいろな御説明の中でありましたけれども、どの

くらいの何といいますか、一旦仕組みをつくったら、どのくらいでカスタマイズできるかと

いうことを多分、最適な大きさみたいなものが一般的にあるのかなと思います。それを、だ

から全国的になるべく統一することと、それから阿部知事が御指摘いただいたように地域

の実情の反映ということの、うまくバランスをとっていくのは当然重要ですが、とはいえ、

いろんなことでコストは共通化できると思いますので、そういう、どのくらいの大きさで何

をすればいいのかというようなことを少し意識するといいのかなと思います。これ、事例は

たくさんあって非常にいいんですけれども、結局どうなのというのはもうちょっとあって

いいのかなと思いました。 

 以上でございます。 

【山内部会長】  ありがとうございました。それでは、この辺で事務局からコメントいた

だければと思います。 

【廣田参事官】  ありがとうございます。 

 まず、河合委員からのデータの個人情報の取扱いでございます。ありがとうございます。

まさに個人情報に当たるものと当たらないものを峻別することは意識してガイドラインづ

くりしたいと思います。 

 少し先取りしますと、交通計画に必要な情報の中で本当に個人の情報、個人まで特定しな

きゃいけない情報というのはかなり限定されると思いますけれども、というのが大宗かな

と思っておりますけれども、一部小さい情報を取り扱う場合もあるかもしれないので、そこ

は御指摘いただいた点をちゃんと踏まえてガイドラインをつくっていきたいと思っている

ところでございます。 

 中村委員からも例えばもう少し周知でございますとか、そういったところについての御

指摘いただきましたのでしっかり対応してまいりたいと思います。また、関係人口のお話に

つきましても、記載内容で対応してまいりたいと思っております。 

 それから神田委員から御指摘をいただいた上で、バックオフィス業務の共同化につきま

しては今日説明しませんでしたけれども、６ページ目に少し我々の地域交通ＤＸのＣＯＭ
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ｍｍｍＯＮＳの取組で乗り合いバス事業者、タクシー事業者の業務モデルやシステム構成

の標準化、私ども、進めております。非常に大事な取組だと思っておりまして国も一歩前に

出てやっておりますので、ここ、記載しておりますけれども取組しっかりと進めてまいりた

いと思います。 

 また、長いスパンで考えたほうがいいというお話がございまして、それを外部組織の指定

制度の中でどう書けるかというのは、また御意見を頂いてちょっと悩んでいるところでは

ありますけれども、指定を受けて外部組織として活躍していただく以上は、ある程度の期間

をやってもらいたいという思いはもちろんございますので、制度化に当たってよく留意し

たいと思っております。 

 あと、原田委員から御指摘をいただいている、確かに資金調達の話がなかったかなと思っ

ておりますので、どういう記載ができるか、施策面の洗い出しも含めて対応してまいりたい

と思います。 

 以上です。 

【山内部会長】  ありがとうございました。 

 リモートで御参加の皆さんはあれですね、手挙げ機能を使っていただくと非常に私が分

かりやすいんで、御発言御希望の場合は手挙げ機能でお願いいたします。 

【吉田臨時委員】  吉田でございます。よろしくお願いします。取りまとめありがとうご

ざいました。大きくは２点ほどお話ししたいと思っています。 

 １点目ですけれども、７ページに共同化・協議化のところで複数市町村とか広域自治体と

いうところ、話がありますが、文章をよく読んでみるとバスの廃止がどんどんと進んでいっ

て、どんどんとダウンサイジングされていくことが前提になっているんですよね。でも複数

の自治体で運行しているのは、もともとのハピラインさんとかもそうですけどローカル鉄

道もそうだし、それから通常の路線バスもそう。だから本来、そういうところって、そもそ

も複数の市町村で共同実施しておくべきだったところが全然できてないから、これだけ地

方の交通が痛んでいるという、そういう現状にある中で、何でオンデマンドとか、何でライ

ドシェアだったらできると強調されるのかというところが、いまいち理解ができなかった

ところがあります。 

 場合によっては、この議論を知らない方だと、国としてはもう自治体行政をまたいだ、先

ほど能登１,３００平方キロと話がありましたけど、もうそれを一つの仕組みのライドシェ

ア、これはシステムを共通化させるというだけじゃなくて、もう運行形態も全て共通化させ
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て、もう珠洲から輪島まで行けるみたいな、そういうところをもうエリアを超えてやるもの

を国が推奨しているんじゃないかと読み取られてしまう。でも、それというのは果たして供

給効率として適切なのかというと、全くそんなことはないということを踏まえていくと、こ

こはしっかりとそういうふうに誤解をされないように描くことが必要になってくるのでは

ないかと思っていますし、そもそもローカル鉄道も、それから通常の市町をまたぐような路

線バスというのも本当に一緒に考えておいてしかるべきだということについては、言って

おかなきゃいけないと思っています。 

 あした、９月３０日ですけれども、栃木県内の作新学院から延びている、かなり長距離な

路線バス、茂木まであるんですが廃止になります。これは沿線の自治体の補助金がまとまら

なかったから。補助金が高くなるんだったら、もううちはデマンドでいいとした自治体があ

ったから廃線になると、そういうことが地方では起きているわけですから、そういうところ

を踏まえていただきたいと思っています。 

 それから２点目です。外部組織の活用ですけれど、１１ページ目です。ごめんなさい。１

１ページ目の②に民間事業者が地方公共団体を幅広く支援するケースと書いてありますが、

これ、本当に理想形なんでしょうか。いや、そもそもこれをやってくれる方がいらっしゃる

んだったら、私も家族から誕生日を忘れずに済んだと思うんですけれど、これが理想形なの

かどうかというのは非常に疑問を持ちます。 

 今日、たまたまネクスト・モビリティの日高さんが分かりやすい図、つくっていただいた

んで、それを踏まえてお話ししますと４ページ目の左側に奥能登の新組織の話があるわけ

ですよね。例えばこういうところで、ネクスト・モビリティさんがかなりの部分をサポート

してくれるから安心と思ってはいけないんだと思っています。というのは、多くは補助金を

出しながら運営していくことになると上の側にある自治体と新組織の間、あるいは、それを

サポートするような、そもそもベンダーでもあるネクスト・モビリティさんとの緊張関係を

持っておく必要があると。そうすると自治体もこの新組織に対して出資をしたり、あるいは

人も出すよと、でも、そうすると自治体も人材難ですから、そういうところをフォローでき

るような仕組みというものをむしろ国交省としても手当てをすることができないだろうか。 

 先ほど長野の阿部知事が零細の事業者というものを守れる体制って話もありましたけれ

ども、単独の事業者ができないことがあまりにも多いんです、ＤＸ化も含めて。そういうと

ころをサポートしていくことをこの新組織の中でうまくまとめ上げることができれば、文

字どおりの輸送資源の創造になると。ですから、そういうところの新組織というものがうま
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くテイクオフできるような仕組みということを、ぜひつくっていただくところで、幅広く支

援するケースというものがあるんじゃないかということを申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

【山内部会長】  ありがとうございます。 

 次、加藤さん発言していただいて、それから吉田さんが発言していただくと思っています。

それで、ここちょっと多いので３人で切って、それで事務局からコメントいただきます。 

 では加藤さん、どうぞ。 

【加藤臨時委員】  私、あしたも、あさっても、しあさっても地域公共交通会議に出ると

いう、そういう人間で、こういうふうに法律が変わったりすると、それを現場で使う立場な

ので、ここで、私がこういうのに関与して何かできる時に、何でこんなの、つくったんだと

か、もっと使いやすいのをつくってこいよとか言われるという、本当にそうなんですよ。自

分ももどかしいことがある。あるいは使えるのに使っていただけないことも多い。そういう

ことにならないようにと思って、そのためにこの３分も既に３０秒ぐらいたっちゃってい

るんですけど、どう使えるかというのは、すごくそういう意味で泣きそうな感じなんですが。 

 まず、大串先生の発言にすごく救われたというか。大きくはサービスをどこまで提供する

かということを決め、それを地域でどういうふうにやっていくかということを協議会でマ

ネジメントし、そこに外部組織であるとか、あるいは、いろんなところと一緒になってやる

とかがあって、具体的なツールがいろいろあるんだけれども、公共ライドシェアとかもそう

だし、いろんなものがありますけれど、そのツールが今回また増えるんだと思ったら、各ツ

ールと今まである制度と合わせると有効性が増すと感じているので、この内容そのものに

ついて特に異論とかは申しません。 

 ただ、書きぶりはとても大事で、今、私が申し上げたようなことがよく分かるように、つ

まり今回増えたところだけ見て何かやるというんじゃなくて、今までのいろんな仕組みに

これが足されることで、こんなにいろんなことができるようになると。私、自信持って現場

でできると思っているので、そういうふうに思えるように取りまとめが書かれるといいな

と思っていますので、それは全力で支援したいと思っています。 

 その上で細かいことだけ何点か言うんですけれど、データの話が出ているんですが正直、

交通空白のところですとデータを取ったって大して交通機関の利用がないためデータも分

析するほどはないとか、もともと交通機関がないので事前のデータもないわけで、ほぼ意味

ないと思っています。データが非常に大事なのは中核市とか、定住自立圏のレベルで渋滞と
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かが問題になるようなところ、つまりモーダルシフトしなきゃいけないところこそ大事な

んで、そういうところだと事業者も強い。だからなかなかデータを出していただけないんで

すけれど、そこにある種の強制力、あるいはインセンティブがあるようなものをやって、協

議会でマネジメントする仕組みが必要と考えています。 

 それから日本版ライドシェアについては阿部知事も言っていただいたんですが、自治体

がコントロールできないのは非常に問題だと思っているんですよ。私自身はタクシーさん

にライドシェアもやっていただくことで、公共交通計画のやりたいことに資するようなこ

とがいろいろできると思っているので、その地域公共交通会議からコントロールできるよ

うな日本版ライドシェアの在り方、あるいは事業者協力型とかも含めて活用できるような

ものに広げていっていただけると現場でいろいろできるなと。要するにタクシー会社運転

手さんの足りない中で生き残っていける、あるいはできればマネジメント機能を持ってい

ただけるように進化していただけるんじゃないかと考えています。 

 それから、自治体同士というのは、平成の合併から２０年たちましたけど、もともと仲悪

いところがくっつかず分かれているんで共同化するわけないんですよ。あるいは事業者だ

って合併とかいろいろしているところはしているんで、別のところは仲悪いところばっか

りなんです。だからそう考えると、実は仲を良くするのは県であるとか運輸支局の役割が大

きいと考えているんですが、今回はその部分は書かれていないんじゃないかと思っていま

す。 

 それからＭａａＳ協議会とかエリア一括とかサービス継続事業について活用されてない

んじゃないかということを前回申し上げて、今回その答えはいただいてないんですが、Ｍａ

ａＳ協議会というのはモード横断をもっと突き詰めていくとこれになると思えるので、こ

こでリバイバルできるはず。今回出てくるいろんな新しいものを合わせれば。それからエリ

ア一括も広域でやることによっていろいろと国が助けてくれる仕組みにもっとしていけば、

使っていただけるんじゃないかと考えます。 

 あと、サービス継続事業はバスでもあまり使われていないんで、ぜひやっていただきたい

ですし、私はこの制度を提案する時にタクシーでもやれるようにとお願いしたんですが、や

っていただけなかったと。タクシーは本当に何が問題かというと、今、ある地域のタクシー

会社のオーナーさんが、「おれの代でこのタクシーは終わり」と言って絶対にほかに譲って

くれないということに直面している。そういう場合、その後、急いで公共ライドシェアとな

るということが多いんですよ。そんなふうに個人の勝手でバスとかタクシーがなくなるっ
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て、あってはならないんですが今はできる仕組み。もちろん御本人が辞めるのは構わないん

ですが地域としてあってほしいんで、だからこそ、そこにサービス継続事業が使えるんであ

ったら、これから、それがなかったら本当に交通空白はどんどんと広がっていくと思ってい

ますから、ここは、ぜひ対策をしていただくためにもサービス継続事業をもっと大きく使え

るようにしていただきたい。 

 最後ですけど、もう１個、人材養成については繰り返し言っているんですが、今日は私の

ほうでもやっているプロジェクトについてチラシを配らせていただいたんですけれど、こ

ういうものをもっときちんと活用して、こういうスキルを持っている方がこういったとこ

ろに参画していただくことを徹底していただけるといいなと思っています。 

 最後です。１０月に貸切バスの運賃が上がる。これは全産業平均の給与水準に貸切バスの

運転手も持っていくために上げていくということで、私が国交省の貸切バス運賃料金ワー

キングの座長ですのでやってきたところなんですが、これによってまた乗合バスの運転手

が減る可能性があると思っています。そこに対して支援が必要であるとも思いますし、同様

にインフラも社総交は使えるようになったはずなのに、あまり使われていない。こういった

ところだって今回の新しいいろんなものを合わせればもっといろんな応用が効くはずです

ので、そういうふうな、これがもっとこんなことができるんだということをいろいろお示し

しながら進めていくことが大事かと思いました。 

 以上です。ありがとうございます。 

【山内部会長】  ありがとうございます。 

 それでは石田委員、どうぞ。 

【石田臨時委員】  石田でございます。ありがとうございます。 

 これから申し上げること、すぐ実現するのは難しいと思いますので、何かどこかに課題と

か、こんなことも検討すべきだみたいなことの希望として申し上げます。 

 一つは今回、共同化ということが非常に前面に打ち出されたわけですけれども、何か交通

事業者内の共同化というのが強いんじゃないかなと思うんですね。人口減少と輸送密度の

低密度化が起こってくると、交通事業者内だけでの共同化とか連携というのは非常に厳し

くなってくると思うんですね。ですから、領域を超えた拡大連携というのが必要になってこ

ようかと思います。これは例えば、もう出ていますけども医療モビリティ、商業とモビリテ

ィ等の連携を組織的にどう推進するかということがもうちょっと強調されてしかるべきだ

と思いました。 
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 そういうふうに考えますと輸送資源というのはどう考えるかということですけれども、

この文章の中では動くもの、輸送手段がもう資源と捉えられていると思うんですけど、例え

ば、これから重要になってくる、まちづくりとの連携における、あるいは地域づくりとの連

携におけるハブ拠点機能というものがどういうふうに組み込まれているかということも大

事な視点だと思います。 

 それと最後になりますけれども、データをどう取るかということは非常に大事だと思い

ます。これは、どこまで輸送サービスを提供するんだということとも関連するんですけれど

も、現在、顕在化している需要ではなくて、何か潜在需要にとどめられてしまっている需要

というのはどれで、どれぐらいあって、それが住んでいる方々のウェルビーイングにどうつ

ながっていくかとか、あるいは地域の持続可能性にどういう効果を持つであろうかみたい

なところも研究テーマとしては非常に大事ですので、それに資するようなデータ収集とい

うこともぜひお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【山内部会長】  ありがとうございました。 

 それじゃ、今、３名の方御意見ありましたので、よろしくお願いいたします。 

【廣田参事官】  ありがとうございます。 

 まず、吉田委員からの御指摘で、確かに複数自治体のところで公共ライドシェアだとか、

コミュニティバスといった事例を出しているんですけれども、本来、公共交通というのは自

治体の行政区域をまたぐものというか、それにとらわれずに移動の概念というのはあるも

のの中で、伝統的には我々、地域間幹線系統のバスなんかが代表的ですけれども、こういっ

たところは都道府県を中心に御議論がなされてきて、我々運輸局単位でもサポートさせて

きたようなところでございますけれど、確かに振り返ってみるとそういうところが抜け落

ちているのかなと。 

 確かに今、御事例があった栃木の事例なんかも、これは沿線自治体の考え方が違うという

ところで広域自治体としての調整の必要性、そこに国もサポートすることは必要だと思い

ますけれど、そういった必要性はこれからも変わらないと思いますし、むしろ広域移動ニー

ズがあると、ここで仮定していますので大事だと思いますので、そこはぜひ項目としては入

れていきたいと思います。手法としては、しっかりそういったところの地域間幹線系統のネ

ットワークが維持されることをまず対応すべきなんだと思うんですけれど、そこは意識し

て取りまとめまでに修正をしたいと思っているところでございます。 
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 あと、自治体を民間事業者が助けるケースというのが本当の理想形なのかというところ

でございますけれど、確かに自治体がそういった役割を果たすことができれば全く問題な

いわけでありますけれども、それがなかなか難しくなっている現状の中で、人材育成も含め

てどういうふうにフォローしていけばいいのかという御示唆もいただきましたので、もう

少し制度設計に当たりまして少し意識をしてつくり込んでいきたいなと思っているところ

でございます。 

 あと、加藤先生からも、加藤委員から幾つかいただきましたので、日本版ライドシェアの

話は道路運送体系のお話もございますので、そこは併せて検討したいと思います。あと、自

治体同士や事業者同士が共同化できない背景があるわけで、そこに運輸局や県の役割があ

ろうということについてはおっしゃるとおりだなと思いましたので、そこは少なくともま

とめる段階におきましては何らかのメッセージを伝えられるようにしたいと思います。 

 あと、既存の事業の３つ事例をいただきましたけれども、その活用の状況だとか、こうい

う面にも活用できる範囲はあると思いますので、そこはこの取りまとめの中にも生かして

いきたいと思っているところでございます。 

 あと、石田委員からも輸送資源の話、確かに私ども、施設の車両をどう使うかというとこ

ろに着目をしてしまいましたけれども、ハブ拠点機能とか、これ、外部組織の例の共同体の

ところでも議論になり得るようなところだと思いますので、取りまとめに当たりましては、

そこは留意したいと思います。入れ込んでいきたいなと思っているところでございます。 

 取りあえず、以上でございます。 

【山内部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、もう一巡、まず、清水委員、どうぞ御発言ください。 

【清水委員】  島根大学の清水です。阿部委員、阿部知事から法定協議会を充実させてほ

しい、それから公的関与、財源について国の公的関与を考えてほしいという切実なお話があ

りまして、これは多くの自治体の首長さんの意見、切実なお話ではないかと思いました。 

 なぜ法定協議会をもっと充実させるようにしなきゃいけないのか、公的関与、財源を求め

ているのか、それはなぜなのか。どうしてそういうふうな切実な思いがあるのか、その地域

の実態というのはどういうものなのか、どうしてそういうことが切実に求められているの

かという地域の実態について、もう少し深掘りして丁寧に、できれば今回の報告でも、そう

いったところから地域の実態といったものを深めていっていただきたいと思ったところで

す。 
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 あと、先ほどほかの委員の方もおっしゃっていたのですけれども、計画の企画立案という

のはデータも必要なのですけれども、それだけでは難しくて現場感というのが大事ですの

で、そういった現場感がなかなかに落ちてしまうことによって逆に難しくなってしまって

いる事例を見ておりますので、そういったところがすごく大事と思っております。 

 サービスの確保やサービス水準の話について今後丁寧な議論が必要だというお話があり

ました。サービスの確保については、自治体がどれだけ補助をするかしないかという問題も

絡んできます。 

それから、最低水準として通学は確保するなどの話があると思うのですが、例えばほかに通

勤の場合、東京中心部では５分でも地下鉄が来ないと文句が出るけれども、地方都市では、

バスの本数が減り３０分に１本になってしまって、ちょっと不便になっても、その線路やバ

ス路線がなくなってしまうのは困るので、そういった不便も受け入れて、そしてサービスが

提供されているところもあるという実態がありますので、サービスの確保やサービスの水

準という考え方のところも丁寧な議論が必要と思います。 

 以上です。 

【山内部会長】  ありがとうございました。 

 あとお二方なんですが、大井委員、何かありますか。 

【大井委員】  先、いいですか。そうしたら。大分大学の大井でございます。いろいろ御

対応いただいてありがとうございます。事前のレクを私、受けることはできませんでしたの

で、この場で発言をさせていただきます。メモを書きましたので、全部はここで言わずにメ

モを後でお渡ししたいと思います。大きなことを２つと小さいことを１つ。 

 先に小さいことなんですが取りまとめの１ページで、よくこれ、マスコミとかでもよく出

てくるんですけど、バスとか鉄道の廃止キロ数の話が出てくるんですが、これ、御存じだと

思うんですが定義は一旦廃止届を出したら、その数がひたすらカウントされているだけな

んですよね、実は。だからこれ、埋め合わせをされている部分を引き算しているわけではな

いので、これがあまり出過ぎちゃうと、この路線がごっそり消えたって勘違いされてしまう

んですよね。周りからすると。以前の審議会でこれ、実際のキロ数に引き算して出していた

資料があったような気がするので、直しておいたほうが我々の部会としては、メッセージと

しては誤解のないメッセージになるかなと思いましたので、これ、一つだけ指摘させていた

だきます。 

 大きなポイント２つ。一つは今日、連携と共同という話があったんで、それに関しての２
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つなんですけれども、事業者数が多かったり、昔の設立経緯とかで競争の関係があったりと

か、すごく強い事業者があったりしてて、なかなか連携共同やってくださいって言っても進

まないところがあるんじゃないかなと思うんですよね。 

 でも、そういったところで実際、今まで想定していた連携協働のやり方じゃなくて、もう

ちょっと緩いというか、小さいところで例えば人材とかスキルとかコストの面で、共同でや

ったほうがいいようなことというのもあると思うので、そういった項目とか内容だけを分

割して連携共同できるような仕組みをつくるとか、そういうものをインセンティブとして

投資してもらう形もあってもいいのかなと。 

 例えば頭脳舞台だけ共同化するとか、施設整備の共有の部分だけを共同化するとか、ある

いは、それプラス運行とかまで含めて共同化するとか、幾つかの共同化のパターンというの

があってしかるべきかなと思いますので、先ほど来、出ているＭ＆Ａが全てじゃないと思い

ます。 

 それから頭脳部隊の共同化というところでいくと、これ多分、完全公共とか完全民間じゃ

恐らくできない話だと思うので、それこそ第三者を入れるような、例えば大学ナレッジとか

を入れていくような外部組織というのが多分求められるんじゃないかなと思っています。

これが１点目です。 

 ２点目は、自治体の共同化と計画の共同化って話に加えて、産業側の共同化というのが、

３つがつながってないイメージがあって、これをどう見るのかということだと思うんです。

これまでも生活圏で組んでいいですよとか、協議会やっていいですよって話をずっと言わ

れていて、やっているところあるんですが、それでやれているのってほとんど例えば幹線と

かだけで、末端の計画になるとすごい小さい自治体がスキルも人材も予算もないのに無理

してやっているという、本当は共同でやったほうがいいのにというところで。 

 共同でやってところも、どこかキーになっているところがあればいいんだけど、あったら

あったで、またそこに依存してしまうし、ないと瓦解してしまうと、お金出したりするので

も補助金をもううちは出せない、出せるとかでもめてしまって全然共同にならないと。事業

者さんの側からすると１個１個の経営判断でしかもう見てないので、時間、はい。見てない

ので判断してしまうというところで、共同化が全然ばらばらの回り方をしているんじゃな

いかなと思いますので、もう少し自治体の共同化と計画の共同化というのはある程度、ひも

づいてきていると思うんですが、もう少し産業側も一緒に回っていくような仕組みという

のを作るべきじゃないかなと思っています。それが地域全体の収益拡大というところにも
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つながってくるんじゃないかなと思いますので。 

 仔細は書いたものをお渡ししたいと思います。時間が来たみたいです。 

【山内部会長】  ありがとうございます。 

 最後になってしまいましたが松井市長、あれですか、何かコメントありますでしょうかね。 

【松井臨時委員】  ありがとうございます。多角的な意見聞かせていただいて、私自身は

今、広島で具体的なモデル事業を展開しておりまして、このモデル事業が法的な裏づけいた

だき、例えば先ほどの言葉で言う指定とかという要件設定の上でね、一定の効果が発動でき

るようなものにしていただくという、そんな視点でお話聞かせていただいております。 

 それぞれ自分たちがやりたい、やれる仕掛け、こういったものが、具体的な展開ができる

ような法的な担保、それから具体的な実務面でのいろんな御意見、出ていますので、それを

ある意味で網羅したようなものができると非常にありがたいなと思っております。いずれ

にしても、議論を聞かせていただいて相当、ためになっているということでございます。あ

りがとうございました。 

【山内部会長】  どうもありがとうございました。 

 ちょっと時間の関係ですいません、オブザーバーの方に御発言いただける時間がなくな

ってしまいましたので、何かありましたら事務局に別途コメントのメモを出していただけ

ればと思います。 

 それで個人的な感想を言わせていただくと、非常に今日、何というんですかね、実質的な

議論ができたと思っています。基本的には事務局につくっていただいた案について御賛同

いただいたという上で、何か抜けている、あるいはこういうふうにしたほうがいいというか、

かなり実態的な御意見頂きましたので、事務局におかれては、その方向でさらに取りまとめ

をお願いできればと思っております。ありがとうございました。 

 それでは最後になりますが、池光審議官から御挨拶いただけるということでございます。

よろしくお願いいたします。 

【池光審議官】  本日も長時間にわたりまして、委員の先生方から多岐にわたる非常に有

意義な御意見を賜りましてありがとうございました。今日、素案の形で出させていただいて

おりますけれども、まだ法律の議論も法制局とは始まっている段階でありますし、また、中

身の事項についても関係のいろんなステークホルダーの方々と今、コミュニケーションを

とりつつある段階です。 

 そういう意味では、本日は、私どもがこういった方向性で今後取りまとめていきたいとい
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う考えを形にしてお出ししましたが、これに対し色々な御議論をいただいたのは大変あり

がたかったなと思っております。文章の書き方の順番もそうですし、いろいろ過去やってき

たこととの積み上げとの関係ですとか、大変我々も足りない部分、非常に今日、気づかされ

たところがあったかと思いますので、できる限り反映してまいりたいと思います。 

 今回、共同化とかいろいろ考えておりますが、例えばキャッシュレスというものを入れよ

うとした時も個別で皆さん、おやりになるんです。これ、一般的だと思いますが、そうする

と、システムを更改しようとしたときに、また、相当のコストがかかってしまうと。これか

らどんどんいろんなシステムが増えれば増えるほど、そういうことになっていく懸念があ

ります。 

 こういったものをできるだけ標準化していく努力を国主導でやっていかないといけない

と思って、我々、そういうことを進めています。標準化したならば皆さんにできるだけ一緒

に使って効率化できるところは効率化していきましょうと。また、サービスの利便性を上げ

るためだったら、ある種、共同でやっていただきましょうということを、これは、地方はも

ちろんですし、都市部においても進めるべきだと思っています。こういったことをやる仕掛

けというのは制度的に位置づけたいですし、予算もしっかりそういうところを重点化する

ようにしたいと思っています。 

 また、小さい自治体においては、そういうことを分かっていても具体化できない、調整も

できないところも大変多くございますので、そういうところたちのサポートをするような

体制というのも整えていきたいということで、外部組織というのを今回検討させていただ

いたところであります。今日頂いた意見も非常に大変参考にさせていただきつつ、引き続き

具体的に検討してまいりたいと思います。本日はありがとうございました。 

【山内部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは今、お話がありましたように、さらにこの方向でまとめを進めていただくという

ことで今日の議論はこれで終わりたいと思います。 

 本日の議事、これで全て終了ですので、この先の進行は事務局でお願いしたいと思います。 

【小野寺補佐】  山内部会長、委員及び御出席者の皆様方、長時間にわたり、ありがとう

ございました。本日の資料につきましては、会議終了後、速やかに国土交通省のホームペー

ジに掲載いたします。 

 また、本日の議事概要につきましては、委員の皆様に確認いただいた後、国土交通省のホ

ームページに掲載いたします。 



 -45- 

 以上をもちまして、第３回交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会を閉会いた

します。本日はありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


